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議案第 1号

平成 21年度事業報告について

平成 21年度 社団法人江田島市シルバー人材センターーの事業報告について､

定款第 33条第 且項の規定に基づき､総会の承認を求めるD

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理 事 長 風 呂 井 侃

且



平成望頂年度 事業報告

且｡ 概 況

平成 22年度予算編成にあたり行政刷新会議による事業仕訳がおこなわれ､シ

ルバー人材センタ-援助事業については予算額の 3分の 1程度の縮減が求めら

れるなど世の中のシステムが大きく変化 している中､定年退職者などの高齢者

に臨時的､短期的な就業を提供することを基本理念とする､江田島市シルバー

人材センターは､高齢者に健康で生きがいのある生活と地域社会の福祉の向上

や環境美化､活性化をめざして､努力してまいりました｡

シルバー事業の運営に対する国 ｡自治体の基盤的な支援は､超高齢化社会が

進展する中で不可欠だと考えますが､財政事情は厳 しさを一層増すことが必至

であり､より自立した安定的な運営基盤 とするには､自己財源の確保等に向け

た取り組みを進めなければなりません｡

就業の内容は､市行財政改革に伴 う公共事業の減少等の半面､企画提案方式

による環境保全美化推進事業 (勇定枝葉リサイクル事業)､緊急雇用創出金事業 

(学校環境美化推進事業)等､より多様になっております｡

多くの会員の皆さんに就業の場を提供 し､地域社会の要望 D期待に応え､ま

た地域社会の活性化に貢献できるような体制づくりを図り､会員の皆様がその

主要な役割を果たすことができるよう､以下の事業に取 り組みました｡ 

(頂)会員の獲得 (21年度末の田標 : 300名)

｢会員 1人が且名の新会員獲得をめざす｣を目標に努力してまいりましたが､

平成 21年度における新規加入会員は､4 3人､退会者数 27人で平成 2且年 3月 

31日現在の会員数は 22旭人となり前年と比較して 且6人の増となっています｡

退会の理由はその他が 18件､病気が 7件になっています｡その他のうち希望

する職種 (運転業務､家事援助､介護など)がないのと､老齢による脱会がほ

とんどです｡

この間就業した人は 19 75 前年の 8%と比べ且56人で就業率は 8.%となり､ 6 .%

増となっています｡

今年度の新しい傾向として､6 0代前半の新規入会会員が増えたことです｡ 

(2)会員組織の充実

① 地域班活動の充実 :

会員同士の連携強化､コミュニケーションの場 としてワークプラ

ザ内作業室兼研修室 (和室)の活用を提案してお りますが､十分活

用されてお りません｡互助会のサークル活動などとあわせて企画す

る必要があります｡ 
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② 職群班活動の充実 :

グループごとの適正就業､技能向上及び､後継者の育成等は､安

全就業委員会､就業開拓委員会､S音〉事業等の協力により講習会､セ

ミナーなどを実施しました｡ 

(3)就業機会の開拓と提供

シニアワーキングプログラム事業 (sp事業)へ参加し､｢植木の努定講

習 (5日間､4 4名参加)｣を実施 しました｡会員以外の参加も多く､終了

後､ 2名が入会されました｡ 

(4)安全就業対策の推進

本年度において重篤事故は無いですが､傷害事故 且件､物損事故 5件が

発生しています｡

また日々､会員の健康維持､自主管理励行の啓発をし､健康診断､江田

島市などの各種検診 ｡保健行事に参加を促しております｡

夏の期間中には､就業前にラジオ体操を実施 し､健康維持にも努めまし

た｡ 

(5)普及啓発活動

各種イベン ト -はほとんど参加をいたしましたが､会員数の増加､仕事

依頼はほとんどありません｡

イベン ト会場は､会員の作った品物の販売や広報活動をする場所なので

積極的な参加をお願いします｡ 

(6)無料職業紹介事業の推進

本年度の該当者はありませんでした｡ 

(7)独由事業につながる自主活動グループを設立

竹細工班､木工班､手芸班､パソコン班などを設立する予定でしたが､

実施できませんでした｡

今年度は､パソコン班を設立し､シルバー人材センターのホームペー

ジを作成する予定です｡ 

(8)互助会活動鴨め支援

会員相互の親睦と交流､及び､福利厚生を基本とした ｢互助会｣活動

を支援 します｡ 
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会議等の状況

☆ 会 議

9
152..
2
H 平成2年度事業報告 
定期総会会 議( 名 開場催 日 内5月期) ( 所) 容(江南ふれあいセンター) 平成20年度収支決算

理事 .監事の選任

0

定期総会 (3月期) H22
 033.
 平成2年度収支補正予算1

2222(平平成成 

(莱)_
 

年年度度収支予算計画 ((莱莱))社)江田島市シルバー人材センターの業務に一般労働者派遣事事業業を加えることについて(シルバーワークプラザ)

8
151..
2
H 0平成2年度収支決算
 

(シルバーワークプラザ) 新規加入会員の承認
理事及び監事候補者選考委員会委員の承認

第 2回 理事総務 .企画部会委員の承認 
165..
2
H

(シルバーワ-クプラザ)

第 3回 1


専門委員会委員の選出 
新規加入会員の承認

平成2年度収支補正予算 

理 事 会 1
217..
2
if第 1回(シルバ-ワークプラザ) 0

1

平成2年度事業報告会計関係書類 処分勢定枝葉チップ .リサイクル事業企画書新規加入会員のの承認

平成2年度収支補正予算 

(塞)

第 4回

(シルバーワークプラザ)

第5回

5

8


01.11.

231..
2


2


H

H

1

2


新規加入会員の承認

平成2年度補正予算 

平成2年度事業計画 

(シルバーワークプラザ) 真遠山キャンプ揚指定管理平成22一一一一 年度収支予算職員就業規則の一部改正般労働者派遣事業公益社団法人移行

理事 ◎監事選考委員会 157..
2
H

(シルバーワークプラザ) 植木枝葉チップ .リサイクル事業 

理事 ○監事候補者選考(シルバーワークプラザ)

234..
2
H 1
平成2年度補正予算 

部会長の選出理事総務 ,企画部会 3
117..
2
H

2
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会 議 名 開 催所 )日 内 容

監 査 (シルバーワークプラザ) 平成2年度 決算監査
 
江田島市監査
 

(シルバーワークプラザ)

就業開拓委員会 

ル-

(シルバー-ワ-クプラザ) 

0

6

安全パ トロー 

0 

2

6


182..

安全委員会

161..

安全適正就業講習会 

3


7
 

(作業現場 )1


3
 

8
 

-

3


29.
 

2

l2.

_ 

172..
 

2


172..


5
 

_ 

(場

02H14. 
2H235..

i回第 平成 12年度就業促進事業計画

(シルバ-ワ一一クプラザ) 社会奉仕活動の実施

安全 b適正就業強化月間の取 り組み162,.

(鷲部公民館)
回1第 安全就業推進計画 

173..

2回第( H186.. 

ワ 4-

4161..

4

5

11.


_ 

22. 

1.
 

2


2


2


2


2


2


2


2


2


2


H

H

H

H

H

H

H

シルバーワークプラザ)

匡 

(シルバ- .-クプラザ) ｢シルバー江 田島｣3 号の編集

第(2回H ワークプラザ) ｢シルバー江 田島｣3 号の校正シルバ --
広報委員会
 第 1回 委員長､副委員長の選出 

第(3回 Hワークプラザ) ｢シルバー江田島｣3 号の合評シルバー-

第 4回
 ｢シルバー江田島｣3 号の校正 

(シルバーワークプラザ)

(シルバーワークプラザ) 

H2 班長研修会
 

班長会議
 (宗像l市) 就労の打ち合せ 



☆ 講習会□研修会

会 議 名 開 催 日(場 所 ) 内 容

)

労働保険事務説明会 

源泉所得税の年末調整説明会 

無料職業紹介責任者講習会

平成21年度西部ブロック .シニアワーク 

プログラム地域事業事前検討会議 

説明会 毎月第 2火曜 日(シルバーワ--クプラザ 
H21.6.10(呉市)

H21.ll.18(江田払市廃村環境攻落センター-

)司 

H22.1.13/-14(福岡市)

H21.4.22

(広島市)

H21.4.30(江田島市)

江田島ポー トプラザ委員 .出店者会議

江田島ポ- トプラザ委員 ○出店者会議 

江田島ポー トプラザ委員 .出店者会議 

全シ協総会 

県シ連理事会 ○総会 

県シ連事務局長会議 

三原市シルバー人材センター視察 

江田島ポ- トプラザ委員 ○出店者会議 

県シ連安全就業パ トロール 

安全就業担当者会議 

サマーフェスタ江田島2009出店者合同会議 

フェスティバル江田島2009実行委員会 

江田島ポー トプラザ委員 .出店者会議 

まるごとフェアー実行委員会 

実務担当者交流研修会 

H21.6.5

(江田島市) 

H21.6.ll/-12(東京都 )

H21.6.19(広島市)

研修会等

H21.6.25(広島市)

H21.6.30(三原市)
田21.4.8(江田島市)

H21.7.7(江田島市)

H21.7.17

(海田町) 

H21.7.22(広島市)

fi21.7.22(江田島市)

H21.7.27(江田島青少年交流の家)

H21.8ー28(江田島市)

fi21.9.15

(江田島市) 

H 21.9.16-17

室 
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会 議 名 開 催 日(場 所) 内 容

) 

県シ連安全就対策業部会 

平成20年度全国経験交流大会

県シ連安全就業パ トロール 

県シ連安全就業パ トロール 

県シ連事務局長会議 

中国ブロック平成21年度役員交流研修会 

江田島市カキ祭 り実行委員会 

江田島市カキ祭 り出店者会議 

江田島ポー トプラザ委員 ○出店者会議 

実務担当者交流研修会 

県シ連事務局長会議 

県シ連公益社団法人移行申請会議 

県シ連公益社団法人移行申請会議 

県シ達 ｢平成22年度sp地域事業 .技能 

講習の実施に関する個別協議｣ 

H211.01.9-20(東京都 )

田211.02.3(江田島市)

H21.ll4.

(府中町) 

H21.ll2.7

(広島市) 

10H211.2. -ll(廿 日市市)

H211.21.8

(江田島市廃村環境改善センター 

研修会等 H211.05.(広島市)

H2211..4

(江田耗市農村環境改善センター一一) 

H222. _ 1(江田島市)

H2222.,(広島市)

H2221..5

(広島市) 

H2222..5(広島市)

H2233..(広島市)

H223..ll

(広島市)

H2231,.9(広島市)

H2232..6(江田島青少年交流の家) 09

県シ連理事会 .総会 

フェスティバル江田島20 実行委員会

sp植木努定講習会技能講習会 19′ -H2221..5(シルバーワ一一クプラザ) 

曙感



☆ 広報活動

区 分 発 刊 日 内 容

4第第335号号発発行行シルバー江田島(広報誌) 讐 17..HH222i11..

機関紙(全シ協) 盲 毎月発行随 時 ｢月刊ジルバ-人材センター｣リーフレット .ポスター

☆ その他

行 事 首 FKq(場催所)P 内 容

文化祭 .フエスティ 毎月1回 江田島ポー トプラザ

篭 行 事 開 催 日(場 所) 内 容

サマ-フェスタえた じま2009 
フェスティバル江田島2009 

江田島まるごとフェア2009 

江田島高校祭 り 

チップ リサイクル事業安全祈願祭 

江田島カキ祭 り 

小用公民館祭 り 

江田島公民館祭 り 
竹細工製作指導 (フェスティバル江田島

造って遊ぼ う親子教室)
竹細工製作指導 (竹 とんぼ制作) 

江田島自然科学教室

能美町市役所付近の国道487号線及び県道36号線の清掃 (74人参加 ) 

8 

文化祭 .フェスティバル等参加 H2184..(江田島市)

H211.02.5(狂乱島青少年交流の家)

H21.ll1.

(能美運動公園) 

H21.ll2i..

(江田島高校)

をi211.28.

(シルバー-ワークプラザ) 

H2227..

(小用みなと公園) 

H2222,.8
(小用コミュニティセンタ-)

竹木工教室 

巨 江Hm22B;,_去岩館 )
H2184..

(江田島青年交流の家
H211.21.2

(鷲部公民館 )

)

､､一､一 ､首 櫨 ヨ H211.01.7(能美町)



3 会員の現状 (平成22年 3月 31日) 

(1) 会員数

区 分


平成20年度


l空 Aー理 ⊥

(2)年齢別構成状況 

性別年齢 6歳満0未0
千

24
i 男 

女 1

計

7 

1
31 l. 

年齢- 別+%)- .L比率 (_ 04 

(3)希望職調べ

職種ド 技術群 技能群

男 27 42

女 3 lE 1ij

12 

6 

4 事業実歳 

65-69歳 

49 

13 

(単位 :人)

計女 

55 

54 

((単単位位 ::人人))

70-74歳 75歳以_
 

55
 42 

20 13 

62	 i 7弓 5 55

折 衝 ~~=義元丁音二三
二 衝 二 義存丁宣=盲 その他｢二 . 

外交交群群 業業 群群 翻- スス 群 

55 0 17010 

7
44

L3
0077

2
l 14 0 540LL372914 

∩ 計 

(1) 契約高及び公共と民間の割合


割合 (%) "契約高 (円)
 



独 自事業 12 0.7 845, 

計 

6,891 38.1

870 1.0 I
 

(2)配分金及び就業延べ人員数調べ (単位 :千円 ｡人 目)

計

職群別事業実績)3
(

5


3


5
 

2


32,
4


38,


0

7


9


4
7


2


20,


5
 

0

4
1


22,

76,
2


9


67,


2

6


8
1


i

0

6
5
64,


7


3


2


5


5


6


0

6


30,


62,


2


7
6


6
 2


8
9


4
3


7


2
1


3


2


(件 ) (人 目) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
P職 群 受注件数 就業建人員 配 分 金 材 料 費 等 事 務 費 〒合 計

技術群 0L ,888岳 

事務群 

サ ース 群ビ 599 Il 1 86,】 , 71
 ,33


'i0 



5 事故発生状況 

(傷害事故) 

事 故 の 内 谷′二⊥TT 通院 入院 I

江 田島町秋月の県道付近

中小石が飛散 し､通行中の車二両の左 側後方の

ガラスを破損 した とき 同乗者が 破 損 したガ

ラス破片で負傷

(物損事故)

ト ∴ -j 刺

;｣篭 霊

事 故 の 内 容

矢の浦配水池の南側登 り口で除草作業中に､駐車場に止

めてあった車 3台のガラスを破損､ボデ ィを傷つけた

江田島中学校で除草作業中､校舎の強化ガラスを破損 し

江 田島町秋月の県道付近の畑の除草作業 中小石が飛散

し､通行中の車両の左側後方のガラスを破損 したとき同乗

者が破損 したガラス破片で負傷 した｡

宝夏芸芸孟宗 車の出庫のとき小石が飛び近 く

の駐車場に止めてあった車のガラスを破損 した｡

能美町市道の除草作業中近 くのあった車のガラス

損 した｡

且息



議案第 2号

平成 21年度収支決算について

平成 21年度 社団法人江田島市シルバー人材センターの収支決算書につい

て､定款第 33条第 1項の規定に基づき､総会の承認を求める｡

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理 事 長 風 呂 井 侃 
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収支計算書

平成2且年4月H∃から平成 年3月3且日	 (単位 :円)

二三: 

1

9

9

3

5

8

9

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

4

1

7

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

4

8

2

3

10,

0,

10,

1,

0,

10,

11,

5,

雷亙 事業活動収支の部

59受託事業収入	 

1

81

27

2

1

72

0

000

0

0

0負

0

0

0

0

0

81

22

5

4

31,0 8

67,

23,

40,

55,

41,

26,

タ5

5,

4,

4,

5,

8

9

3

9

3

9

0,

0,

3

0 6

6

1

4

4

3,

3

18,

タ 

40,

65,

,

2

1 0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,

60,

40,

40,

30,

10,

00,

60,

60,

50,

00,

00,

50,

00,

10,

10,

10,

10,

30,

30,

00,

1

1

7

555

0	

0

1

7

2

0

6

4

4

8

6

配 分 金 収 入	 

2

l

3,

1

,99

31,

22,

42,

66,

l

7

8

8独自事業収入 

6

2

5

3

3

429,

3,

3

3	

6

材 料 費 等 収 入 ,99

事 務 費 収 入 

22

も2巨材 料 費 等 収 入	 

29,

会費収入 000 000

4

6配 分 金 収 入 

8

50

9

4

3

3

4

0

1

5	

6

昏会 員 会 費 収 入 000

補助金等収入 0 2 000

l 0 ll300,00

竃 科 予 算 額 差 異目	

608,

419,

1

46,

84,

20,

20,

44,

2,

20,

連合交付金収入 

決 算 額 備 考	

80

2

700,

87000事 務 費 収 入 ,

30

300

0

00

0

00

0

0

00シニアワークプログラム

0

00

0

0

00

0

00

0

00

0

匝 補 助 金 収 入 l 0 ll


分担金収入
 000

開拓専門員活動補助費収入 .00

負担金収入 1


負 担 金 収 入
 ,00 且
 

寄付金収入
 

寄 付 金 収 入
 000

特定資産運周収入 1

匝 定資産運周- 収入
 

凍収入
 △


睦 取 利 息 収 入
 

産雑 収 入
 且 △ 1



考備

21,764,75

12,80,552

4219,49

8586,03

37,044

32,008

50,36

167,83

333

38,60

905

685

1,000

000

000

も010

14,70

600

820

140

7976,75

181,21

1155,40

669,30

436

676,96

3638,20

1637,60

98013,72

35,911

905

54,61

異

8,

1,

1,

531,40

40,95

1973,15

O

差

328,60

1720,95

1839,64

96,67

50,00

0

12,249,90

8955,30

1974,00

251,80

74,0032,936,228

7749,56

5909,92

2692,17

345,39

618,640,51

92,523,97

58,79

41,260,89

52,283,25

44,60

250,70

4285,64

523,04

10,301,80

3882,40

831,985,25

711,164,48

決 算 額予 算 額

雷

出夢 853,75,000

受 託 事 業 費 支 出萱 723,97潤 0 

出ヨ 622,86澗 0 

000

8且20,00

6230,00

且890,00

2860,00

180,00

570,00

5000,

1980,00

10,00

60,00

10,00

lJ229,000 

8970,00

198,000

260,00

330,00

60,260,00

240,00

1200,00

92タ000

4299000

120,000

且39,.40,00

5520,00

7,32,95500,0000

41,620,00

173,000

餓 000

材 料 費 等 支 出g 且0誹 且,

出署 

独 自 事 業 費 支 出塁 

出j 

材 料 費 等 支 出責

出 

.支 出巨

支 _潤 

旅 費 交通 費支 出 

通信運搬 費支 出箸 

消 耗 品 費 支 出暑 

印刷 製本 資支 出 

責

旅 費交時 勢支 出 

通信運搬 費 支 出 

消 耗 品 費 支 出 

印刷製本 費支 出 

出 

業出 

出 

昏臨時雇 賃金 支 出 

出す

出 

普 及 啓 発 費 支 出 

消 耗 品 費 支 出 

印刷 製本 費支 出 

通信運搬 費支 出 

提 案 方 式 に よ る英 資 支 出 

企夢 層a貞∃邑旅 費 交通費支 出事 業設備費支 出 

拓出 

正 就支

夢2q 事業活動支出

支

支

支

支

支

目

支

支

支

支

開支

金

費

金

費

金

費

費

費

金

料

費 

全 . 適進 馨

静

分

分

業

議

謝

材

科

託

議

謝

借

議

業供

ヨ配

冒配

会

事

匝

桓

委

会

諸

賃

冒会

安推

就提

二{:__ 



考備

130,90 

600 

100 

37,30 

455 

380 

1,000 

100 

710 

7,566000

11,30

1,500 

10,00 

451,,00000

1,0000

0

0

0

0

0

0

0

0

193,881

400 

-400 

496,27 

105,35 

0 

609,620

0

異差

1,0029,10

584,00

719,00

4242,70

135,45

10,666,20

0

1189,00

1422,90

97035294,,000

208,70

1485,00

0

1485,000

310,0000

85,38

100,00

12†350

455,89

1500,00

528,78

300,00

645

212,581,19

108,456,00

18,076,00

2493,73

19,734,65

5,000

16609 3810,,8000,,00

648,000

額算決額

10,16,000

590,0

000

428.000

iも000 

10,67,000

1,000

LIB,000

143,000

00000

22,000

150,000

1,000

1531,,000000

iSID,,.000000

85,38

10,000

123,50

455,89

150,000

528,78

30,000

645

214,52,000

108,46,000

18,080,00

299,000

19,84,000

50,00

薯損昌監旨表巨出出出出出 1667i0,,80000,,0000

648J0.00

72,

97830,,

算予

支 払 手 数 料 支 出 

出 

旅 費 交 通 費 支 出 

通 信 運 搬 費 支 出 

動出出出出出出出出出出出 

出 

出 

詞 査 研 究嘗旅 費 交 通睡 耗 晶 費費匝 刷 製 本 費費支支支支 出出出出 

シ事 通 信 運 搬 費 支アワークプログラム英 資 支 出出 

出 

出 

出 

役 員 報 奨 金 支 出 

出 

目

旅 費 交 通通 信 運 搬匡什 器 備 品消 耗 品 費修 繕印刷 製 本 費費費費保 険 料諸 謝.金租 税 公 課組 織 活助 成教 材 費費費 支支支支支支支支支支支

支

品 費 支

支

支

支

支

軍

人 件 費 支基 本 給彦警 雪 雲貞職職 員員 諸 手 当巨法 定 福 利匝 利 厚 生 費費退 職 給 付 支支支支支

金

費

金

費

料

費

担

議

科

謝

材

借

理

消 耗

匝

会

諸

教

貸

管

匡

1三. 



科 目


一 般 運 営 費 支 出 000

畳備異 考予 算 額 差決 算 額

1 1 92919047 ,,,

0 0346旅 費 交 通 費 支 出 ,

且0 蔓000塩 時雇 貸 金 支 出 ,

0 署7缶,003什器 備 品費 支 出 oo,

0000 027071匝 耗 晶 費 支 出 ,

0000 0100印刷 製本 費 支 出 ,

0 0824通信 選簸 費 支 出 ,

6000 4嘗53707光熱水 料 費 支 出 

0 0042000 62租 税 公 課 支 出 

01,55 000 0嘗492芽賃 借 料 支 出 ,

7000 358923冒委 託 費 支 由 ,,

0 1,

0000 200睦 払 手数 料 支 出 

8000 書2潤 211匝 議 費 支 出 

0 00838

0 06900旅 出支 費交役 員 費等通 ,

0 05528雑 支 出 ,

681 67 5030 10 2事 業 活 動 支 出 計 , ,

000 0 △ 0416 1726事 業 活 動 収 支 差 額 , ,

i

畳1 投資活動収入.

00500①特恵資産取崩収入 ,

050 000 篭0者雷 霊 霊 冨 雷 雲 o,

50 0000 ,00,000投 資 活 動 収 入 計 ,

050 00,

50 00,

5 000 0

024 24797, , ,

412 1620, ,

2貫且5181,


3

7

1


23,
4


0

8


8


4


0

0

6


4

0


6

4


0

3

0


1


4


5


4


0

0

0

1


0

8


15,


225,

83,

67,


56,

86,

10,

30,

0,

,

89,


57,


66,


52,


00,

00,

00,

52,


04,

0

4


8


9


5

2


1000夢修 繕 費 支 出 ,

7,

3,

00,

68,

091,

927,

2


1


9


7


5


0

0

1


0

1


15,

9

1

3


1


2


46,


44,


23,


50,


50,


50,


18,


23,


5,

5

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,


50,


2,

10,

6,

9,

000

80,

10,

70,

00,

00,

0,

90,


0

1,

1,

8,


0,

0,

0,

8


8


2


0

6

2


9


2


2


6


1,


負 担 金 支 出 

韮 投資活動収支の部 

2.


000

投資活動支出


P特定資産取崩支出
 

豊富故習 撃 資雷
 000 oi

投 資 活 動 支 出 計 ,00
 ,000

0投 資 活 動 収 支 差 額 0


皿 予備費支出
 000

当 期 収 支 差 額 △ 811,000 0 △


睡 期 繰 越 収 支 差 額
 1,00

盈6



収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

3.


且B 資金の範囲

資金の範囲には､現金 Q預金 句未収金 ｡未払金及び預り金を含めることにして

ているOなお､前期末及び当期末残高は､下記 2に記載するとおりである0 

｡ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳2

当 期 末 残 高

27,463,21

74,538,72

10200 19359,,858,,55

886,40

60,74ナ495 

前 期 末 琴 高

21,309,18

58,088,38

7939 5660,,9077,,18

385,50

61,292,68

金 

金 

金 

金 

目

預

計 

計 

収

払

り

科

金

合

合

現

未

:未

預

科 目間の流用

畳 科 目 当初予算 科目聞流周額 流周後予算額

企画提案方式による事業費支出-消耗品費支出 0 890,00 89,00

企画提案方式による事業費支出-藷謝金支出 0 △ 且660,00 △一息66,00

企画提案方式による審英資支出一事業設備費支出 0 770,00 77,

農薬開拓擾供費支出-臨時雇僚金支出 4090, 00 150,00 424,

就業開拓碇供費支出-旅費交通費支出 622+,000 △ 150,00 607,00

シニアワークプログラム事業費支出一会放資支出 5,000 35,38 85,

シニアワークプログラム事業費支出-通障運搬費支出 30,000 △ 176,50 ･且23,

シニアワークプログラム事業数支出-消耗品費支出 40,000 55,89 455,

シニアワークプログラム審美費支出-印刷奥本費支出 5,000 △ 5,000

シニアワークプログラム事業費支出-教材費支出 30G,OO 228,78 528,

シニアワークプログラム事業費支出-支払手数料支出 10,000 △ 93,55 6

-般運営費支出一光熱水料費支出 663,000 ll0,00 674,

一般運営費支出-委託費支出 4630,00 △ 130,00 450,00

0

0

000

0

8

0

9

0

5

8

000

0

3

5

8

7

4

000

盈習




私 収支補正計算書

科 目 当初予算 G 補正額 補正後予算額

受託事業収入-配分金収入 60,000,00o冨 2,286,000 62,286,000

蛭 讐 竺竺 -- 網 - 8,000,000 6,211,000 14,211,000

睦 記事其収入 -事務費等収入 6,GOO,000嘗 677潤 0 6,677,000

独 自事業収入-配分金収入 屠 300澗 0層 323,000 623,000

独自事業収入瑠 料費等収入 富 且00湖 0･暑 皿 澗 0 201,00

貞独自事業収入-寧糖 収入 B 30,000ヨ 20澗 0 50,00

睦 費収入-正会員会費収入 芽 期 000 36,000 436,000

座 金等収入 -連合交付金収入 署8,800湖 0 2,500タ000 ll,300,000

軸 金等収入 -fF婦助金収入 農8,800澗 O 2,500,000 ll,300, 

願 毒害蓋歪高柳 収入 召 o 35,000 35,
 

負担金収入-鰯 金収入 暑 30澗 0 △ 29タ000 1,000

雛 入-受取利息- 夢 且潤 0 2,000 3,000

糎 入-轟収入 50,000 10,000 60,000

陸 託事業費支出-W分金支出 冒60湖 0,000 2,286,000 62,286, 

署受託事業費支出-- 費等支出 8,000,000 2,ill,000 10,111,000

厚東自事業支出-配分金支出 300,000 323,000 623,000

畳独 自事業支出-材欄 等支出 自 且00澗 0 89,000 189,
 

ヨ要義壷雲霞就業推進費支出一 着 2且澗 0 △ 3,000 18,000

安皐 .適革革菜推進費支出一節費交通費支出 ,0 △ 且,OO7200 5PO ･57,000

安全 .適正故菜推進費支出 -通宿運搬費支出 21,000 △ 16,000 5,00

詣 孟要諾 菓推鞭 支出一 書 50澗 0 148,000 198,000

詣 去雲霞警 推進費支出- 暑 且0澗 0 △ 4,000 6,00

普及啓発費支出-旅費交通費支出 101,000 △ 26,000 75,GOO

普及啓発費支出-消耗品費支出 255,000 642,000 897,000

普及啓発費支出T印刷製本費支出 200,000 △ 2,000 198,000

普及啓発費支出一滴信運搬費支出 50,000 △ 24,000 26,000

普及啓- 支出-- 費支出 嘗 且略 OOO △ 85,000 33,000

窒諾 要吉式による事業費支出- B o 24,000 24,000

企画を案方式による事業費支出- 120,000 120,000兼費交通費支出 0

企画を案方式による事業費支出軍政費支出 -通倍∃ 0 92,000 92,000

企画提案方式による事業費支出-消耗品費支出 0 340,000 340,000

企画提廉方式による事業費支出-印刷製本費支出 0 120,000 且20,000

0

0

000

000

000

000

0

0

量

二二



0

0
0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 

科 目 虜 当初予算 補正額 補正後予算額

企画提案方式による事業費支出一語謝金支出 B o 1,560,000 1,560,00

農芸雷琵要吉式による事業費支出 - 墨 o 552,000 552,00
企画提案方式による事業費支出 - 0 8 00 3,218,00事業設備費支出 3,21,0

就薬開拓提供費支出-臨時屡贋金支出 409,000 △ 251,000 158,00

就業開拓提供費支出-会議費支出 10,000 30,000 40,00

故薬開拓提供費支出-旅費交通勢支出 622,000 371,000 993,00

歳轟開拓提供費支出-通借運鞄費支出 1,115,000 △ 99,000 1,016,GO

就業開拓提供費支出-什器備品費支出 50,00 9,00 9,0

120,000 △ 48,000 2,0

300,000 28,0 8,0

歳薬開拓握供費支出-印刷製本費支出 20,000 △ 6,0 も0 

1,245,000 △ 178,00 , 7,0

就業開拓経費支出一語謝金支出 50,000 △ 49,0 1,0

00,0

40,0

0 0 5 0

就業開拓擾供費支出-消耗品資支出 7 0

就業開拓提供費支出-修騰勢支出 1 00 42 0

00 i 0

就業開拓軽費支出-保険料支出 0 106 0

00 0

就業開拓投資支出-租税公課支出 1 00 19,000 119,00

就菜開拓軽費支出-組総括敏助成金支出 1 00 3,000 143,00

題就業開拓投資支出-教材費支出 50,000 △ 20,000 30,00

首鼠未開拓- 支甲-- 金支出 30,000 △ 8,000 22,00

調査研究費支出-消耗品費支出 10,000 △ 9,000 1,00

富調査研究費支出-印臓 本費支出 10,000 △ 9,000 1,00

冒調査研究費支出-- 達観 支出 10,000 △ 9,000 i,00

人件費支出一顧盈基本給支出 10,845,000 1,000 10,846,00

人件費支出一職員藷手当支出 350,000 △ 51,000 299,00

一般遷営費支出-兼愛交通資支出 97,000 △ 12,000 85,00

-般運営勢支出-什器備品資支出 50,000 △ 20,000 30,00

一般運営静支出-消耗品費支出 250,000 △ 79,000 171,00

一般運営費支出-通信運激費支出 30,000 △ 5,000 25,00

一般適営費支出一光熱水料費支出 663,000 32,000 695,00

一般運営費支出-租醜公課支出 73,000 196,000 269,00

荏-般運営費支出-委託費支出 463タ000 482,000 945,00

-般運営費支出-会議費支出 150,000 △ 37,000 113,00

一般運営費支出-負担金支出 400,000 △ 20,000 380,00

-般運営費支出一役負等旅費交通資支出 162,000 46,000 208,00

｢般運営費支出-椎支出 150,000 131,000 281,00

特定資産取崩収入-財政運営資金資産取崩収入 0 5,000iOOO 5,000,00

特定資産取樽支出一財産運営資金資産取得支出 O 5,000,000 5,000,00

㌔::;.



正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成2且年 4月 且日から平成22年 3月3且田まで 

(単位 :円)

増 減

33,168,

23,084,

3281,

6801,

1065,

315,

8亀9 
△ 98,

△L80,

△ 80,

3,0350,

15,000,

15,000,

35,0

△ 且35,

△ 且3タ5

△ 46,

△ 44,

64,321,

△ 2
56,550,

16,858,

23,084,

△ 6226,

1078,

315,

763,

△ 1432,

△ 103,

80,

冒

59

52

4

3

且0

7

7

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

4

8

2

8

5

6

36誓 

5

2

2

0

3

7

6

9

2

0

冒 前年度

59 79,且763,

5且.59,5555,

8且 137,085,

27 59,122,

55 72990

92 5594,

9且 且140,

72 554,

0 442≠00

00 4420,0

0 且9タ9時 00
0 9,8000,0

0 998000,0

0 3且00,0

00 135,00 且35,0

0 688,3

8 70,由 

2 6且 44匡且00,33977,,0

5 775,434,6

8 694,306,且 
1 595,555,5

7 98,75906

6 6670,9

2 5594,8

4 1076,0

7 4且25,0

7 200,0

0 45タ且4

富 当年度

824,931,

紙 8640,

且40,367,

65,923,

8355,

590,9

且989,

455,

4340,

434,0

229,鴫 00
ll3,000,0

.Ⅲ,3000,0

3時 00
費 350,0

64,且4

26,1

0

6且5,2量且067,7旦夕8

83,且98タ52

7且,且且6,舶 
618,640,5

92,523,9

7749,5

5909,9

1839,6

2692,且 
96,6

53,且4

5

科 田

瓦一般正味財産の部 

且 経常増減の部 

(1)経常収益

①受託事業収益 

受取配分金

受取材料費等

受取事務費 

②独自事業収益 

受取配分金 

受取材料費等

受取事務費 

③受取会費 

正会員受取会員 

④受取禰助金等 

受取連合交付金 

受取市補助金 

左表 蒜 詣 忘ŷラム 

受取開拓専門員活動補助

6)受取負担金 

受取負担金 

⑥雑収益 

受取利息 

雑収益収益計(1)経経常常費用 

①事業費 

受託事業費 

支払配分金 

支払材料費等 

独自事業費 

支払配分金 

支払材料費等 .

安全 .適正就業推進費 

会議費 

旅費交通費 

1 

00

5

9

3

3

5

8

2

5

0

0

9

7

4

5

5

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

8 

0

9

9

0

4

0

3

9

0

0

0

0

0

0

0

0

那

7

4

2

6

3

9

6

6

0

5

9

3

0

三二



7

0

5

8

2

0

2

6

(単位 :円)

書 増 減

2 △ 1495,

0 50,

5 △ 5
8 △ 1090,

0 △ 持す5

1 A 8i0,

2 58,

500 8△△ 且3552,2883,,,

00 5844,,

0 250,

0 4285,

0 523,

0 i0,301,

0 3882,

0 32,936,

8 △ 且,且075,

5 △ 2030,

3 105,

0 156,

7 △ 閥,3

0 △ 88度,且 
2 △ 8且6,

7 1622,

5 △ 495,

0 106,

0 △ 100,

0 435,

9 -△ 2且タ且
0 △ 263,

0 △ 6
5 △ 690
0 135,

0 ⊥ 三.二

50 △ 且壕タ且△ 45

旨 前年度
5 3468,4

00 52

0 1,3340,5

0 855,4

0 9765,3

0 1915,6

005 3 054463,,7

90

0

4

4

0

0

8

9 5,2335,9

5 3750,9

9 240,2

0 9546,8

0 i0,772,6

0 9425,0

0 1535,2

0 2̀620,0

5 631,0

0 10,559,50 100,0

0 754,0

0 505,

0 1686,0

0 209,3

00 1545,9

0 且350,0

0 50,0

00 141,742

1

董 当年度

1973,1

50,0

且2,249,9

740,2

8955,3

1974,0

5タ且83286522283,,2

P 58744,,6

250,7

4285,6

523,0

10,301,8

3882,4

32,936,2

41,260,8

1720,9

345,3

9703,5

10,029,1

584,0

719,0

4242,7

135,4

i0,666,2

1189,0

294,0

1422,9

208,7

148,5

1485,0

冒

消耗品費 

諸歯金 

教材費 

普及啓発費

旅費交通費 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費委託費企画提案方式による事業費 

会議費旅費交通費 

通信運搬費 

消耗品費 

印刷製本費 

諸封金 

賃借料 

事業設備費 

就業開拓提供費 

臨時雇貸金 

会意費 

旅費交通費 

通信蓮搬費 

什器備品費 

消耗品費 

修繕費 

印刷製本費 

支払保険料 

諸封金 

租税公課 

教材費 

組織活動助成金 

負担金 

調査研究費 

旅費交通費 

消耗品費 

印刷製本通信運搬費費 

夢 科

0

1

8

055

90

0

4

4

0

0

8

9

0

6

0

7

0

2

3

0

0

0

9

0

0

5

0

:

0 

2

0

3

72且 

67

7

6

0

8

4

2

0

0

且

7

5

0

2

6

醐

7

0

0

且

1

9

0

二 

27

∴..1-



0

0

0

2

0

容

0

3

5

冒

く単位 :円)

増 減

△ 且0,

46,

△ 且74,

15O,

△ 29,

△ 3
22,976,

27,414,

且6,43タ0

逢290,

464,

40且9,

且0,

2200,

△ 舶37,

409,

△ 71,

△ 且3軌6

△ 9,且 

182,

53,且 

△ 5趨794
8且97

2タ9

△ 且27タ5

△ 280,

34;6且075,

且426,

△ 668,

79,526,

∃

000

000

0

且 

000

00

0 

4

5

且 

9

0

00

9

0

甲

000 

0

2

01

00 

0

0

3

00

88 

8

5

4

0

001

5

88 

36B

眉 前年度 
0 3且且, 
0 且0,

0 77,2
■…
9 630,4

0 150,

8 37,8

0 30タ佃 

8 且且4,9

5 94

5 196,626,7

8 138,676,2

0 92,025,3

0 13,78,6

3 2029,5

5 且5,7且タ54

0 4,00

0 860タ 

0 648,00

7 57,95,04

0 405,6

0 29,6

¢ 2379,

0 且59,2

6 687,44

0 215,5

0 20,98,4

7 8触 24

0 238,6

8 238,44

0 4072,0

4300 且且668,,且8

3 4287,9

3 且97タ5

1

由暫 972,06月 

着 当年度

3100,0

100,0

123,5
≡■■■■■■一■ 

455,8

1500,0

528,7

300,0

85,3

64

219,弧 30

且66,090,3

且08,45タ60

且8,07タ60

2493,7

且9,734,6

50,0

10,800,0

6480,0

53,512,6

8且5,4

225,0

983,0

67,6

7056,4

268960

且5,5且,06

9230,4

268,0

1109,3

3792,0

且989427.57,,5

5714,2

且307,6

105,且588,3

目

完 77書誌 英資 

旅費交通費 

通信運搬費 

消耗品費 

諸謝金 

教材費 

貸借料 

会議費 

支払手数料 

②管理費 

人件費

職員基本給

職員特別手当

職員諸手当 

法定福利費

福利厚生費 

退職給付費周 

役員報酬 

一般運営費 

旅費交通費 

什器備品費 

消琴晶費 

通信適搬費 

発熱水料費 

租税公課 

貸借料

委託費 

支払手数料 

会議費 

支払負担金 

役員等旅費交通費雑費 

車両減価償却褒 

建物減価償却費

経常費周計 

萱 科

B

6

0

4

9

0

0

4

5

0

0

0

5

0

0

0

0

3

0

8

9

5

6

0

09

8

5

49

5

0

3

0

7

0

1

2

0

0

7

8

0

且

6

0

0

2

9

3

0

0

46

2

2

¢

22
 



(単位 :円) 

2 経常外増減の部 

(1)経常外収益

経常外収益計 

(1)経常外費用

①固定資産除去損

車両運搬具除去損

什器備品除去損

△ 131,

△ 575,

444,

経常外費用計 444,00 57,500 △ 二_ご∴こ

当期経常外増減額 △ 鋼,400 △ 57,500 131,

当期一般正味財産増減額 15,686,24 30,760,70 △ 且タ507タ
一般正味財産期首残高 ll4,383,69 83,62,299 30,760,

一般正味財産期末残高 130,069,93 且且4,383,69 15,686,
刀正味財産期末残高 130,069,93 ll4,383,69 15,686,

0

0

0

〕 

0 

0

4 
4

0

0

0

7

0

2

2

舶6 

三こ



照

平成22年 3月3且日現在

(単位 :円)

冒. 科 目 当年度 前年度 増 減

亙 資産の部 16,540

且流動資産

現 金 64,550 △ 48,O且e

預 金 2,729,781 2,066,368 663,413

未収金流動資産合計2固定資産 7,453,872 5,808,838 上645,034
10,200,193 7,939,756蔓 2,■260,437

(1)特定資産 5,000,000 5,000,000 0

財政運営資金積立資産特定資産合計(且)その他固定資産

5,000,000 5,000,000 0

2,212,385建 物 2,343,且48 △ 且30,763

車両運搬具 1,442,028 2,013,451 △ 571,423

什器備品 15,000 59,400 △ 44,400

電話加入権 167,272 167,272 0

預託金 44,610 44,610. 0

その他固定資産合計固定資産合計資産合計 葛Ⅱ 負債の部且流動負債 .未払金 3,881,295 4,627,881 △ 746,586

8,881,295 9,627,881 A.,746,586

且9,08且,48由 17,567,637 1,513,851

5,985,855 6,090,718 △ 104,863

預 り金流動負債合計負債合計 芽Ⅲ 正味財産の部且一般正味財産 88,640 38,550 50,090

6,074,495 6,且29,268旨 △ 54,773

6,074,495 6タ且29,268∃ △ 弛 773

13,006,993且且,438,369 且,568,62壇

(うち､特定資産-の充当額)正味財産合計 習負債及び正味財産合計 E5,000,000 5,000,000 0

13,006,993且掴 38,369着 且,568,624

19,08上488 描,567,637∃ 且,513,85且

24



財 産 ■ 困 ⊥鎧
平成22年 3月3且日現在

(単位 :円)

/7-.;･ .:-j 金 額

瓦 資産の部

且 流動資産

現 金 (現金手許有高)

普通預金 (広島銀行 江 田島支店)

普通預金 (ゆうちょ銀行 江田島支店)

当座預金 (ゆうちょ銀行 江田島支店)

未 収 金 (事業収入未収金)

流動資産合計

2 固定資産

(1)特定資産

財政運営資金積立資産

特定資産合計

(2)その他固定資産

車両運搬具

(軽ワゴン1台 ･軽 トラ1台 ･

軽ダンプ7台 9普通乗用車)

什器備品 (電動竹割機)

電話加入権

建物

(車庫､愈庫･プレハブ物置･チッパシュレッダ収納所･

軽盈シャッター･簡易トイレ･食庫)

預託金

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金 (3月分配分金等)

預 り金 (源泉所得税他)

流動負債合計

負債合計

正味財産

8,881,295

19,081,488

6,074,495

13,006,993

16,540

2,465,598

25

264,158

7,襖53タ872

10,200,193

5,000,000

5,000,000

1,442,028

15,000

167,272

2,2且2,385

44,610

3,881,295

5,985,855

88,640

6,074,495

.?三､



財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について､定額法により直接減価償却を実施 している｡

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている｡

2.特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は､次の とお りである｡

科 目 前期残高 当期増加額 当期減少額 当期残高

特定資産財政運営資金穏立資産計

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

3.特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は､次のとお りである｡

科 目 当期末残高 (うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債にからの充当額) からの充当額) 対する額)

特定資産財政運営資金積立資産計

5,000,000 (o) (5,000,000) (o)

5,000,000 (o) (5,000,000) (o)

4.固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､次のとお りである.

科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

車両運搬具 9,882,546 8,440,518 1,442,028

什器備品 1,188,000 1,173,000 15,000

建物 合 計 毒 3,608,466 1,396,081 2,212,385

5,補助金等の内訳並びに交付者､当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者､当期の増減額は､次のとお りである0

補助金等の名称 交付者 前期末 当期 当期 当期末 貸借対照表上
残高 増加額 減少額 残高 の記義臣区J/771

補助金運営補助金 連合 0ll,300,000 ll,300,000 0 -

運営補助金 市 0ll,300,000 ll,300,000 0 -

慧6



整商運頚穀具 ◎什器備品担塵
平成22年 3月3且田現在

(単位 :円)

覧憂 品 名 取得年月嘗撃入価格 嘗帳簿価格 旨 備 考

マツダスクラム (軽ダンプ) 約6.7 且,366,59且 68,330本 所

マ1ツダスクラ卑 (軽ダンプ) H6.10 45,903 45,903支 所

スズキキャリイ (軽ダンプ) 閏9.7 且,400,000 70,000本 所

スズキキャリイ (軽ダンプ) 租且2.3 且,209,且00 60,457本 所

ミツビシミニキャブ (軽ワゴン) H且5.3 498,750 24,938本 所

ダイハツハイゼット(軽トラック) H15.1- 615,585 90,361支 所

スズキキャリイ (軽ダンプ) 悶且7.且 且,267,993 135,252支 所

菱 (軽ダンプ) Hl7.3 141,000 7,050

スズキキャリイ (軽ダンプ) 甜且8.3 928,924 92,892能 美

ニッサンキューブ H2且.3 且,209,260 846,845本 所

合 計 且0 台 夢 8,683凋 帖 ,442,028畳

墓 電. 動 竹 割 機 H且2.3 葛 300,000琶 15澗 極 所

慧 盲 計 且 基 嘗 300,000 15,000篭

車 庫 倉 庫 H3,1 464,569 197,269支 所

プ レ - ブ 物 置 H5.3 238,239 37,758本 所

建 チ ッパ シ.､ユ レ ツダ収 納 所 H12.3 1,900,000 1,233,100本 所

軽 量 シ ャ ッ タ ーHl3.6 170,153 118,178支 所

物 簡 易 ト イ レHl4.10 155,000 65,000支 所

倉 庫 酎7.4 680タ505 56且,080支 所
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監 査 報 告 書

社団法人江田島市シルバー人材センター

理 事 長 風 呂 井 侃 様

平成 22年 4月 28日

社団法Å江田島市シルバーÅ材センタ一

三:-i- ‥ :--二 - .二 FI-_千

監 事 野 堵 番号C-@ ⑳

私たちは､社団法人江田島市シルバー人材センターの平成 望且年度におけ

る会計及び業務の監査を行い､次のとお り報告するo

l 監査の方法の概要

(且) 会計監査について､会計帳票並びに関係書類の閲覧等､必要 と患われ

る監査手続きを周いて実施 した0

62) 業務監査については､理事か ら実施事業の報告を聴取 し,関係者類の

閲覧等､必要と患われる監査手続 きを廟いて実施 した0

2 .監査の結果

拍) 社団故人江田島市シルバー人材セ ンターの平成 如 年度の換算審類は､

一般に公正妥当と認められる公益法人会計基準に準拠 してお り､社団法

人江 田島市シルバー人材センターの収支状況､財政状態及び財産の状魔

を適正に表示 しているものと認める｡

(2) 社団法人江田島市シルバー人材センターの平成 21年度の事業報告の

内容は真実であ り､法令若 しくは定款に違反する重大な事実はないと認

める｡
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議案第3号

(社)江田島市シルバー人材センターの

公益社団法人-の移行について

現在当シルバ-人材センタ-は､平成 20年 12月 1日に施行された ｢一般

社団法人及び-一般財団法人に関する法律｣､ ｢公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律｣､ ト一般社団法人及び-一般財団法人に関する法律及び

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の

整備等に関する法律｣により､法律上特例民法法人になっているO

特例民法法人は､ rl一般社団法人及び一般財団法人に関する法律｣又は ｢公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律｣に適合するように定款変

更の案を作成するなどの準備を進め､移行期間が終了するまでに､公益社団 .

財団法人又は一般社団 ｡財団法人-の移行申請を都道府県知事に行 う必要があ

るO

このため､当シルバー-人材センターは､理事会等で対応を検討 してきたとこ

ろであるが､今般､活力ある高齢社会を支える地域の中核的な組織になること

が求められていることなどを踏まえ､従来以上に地域社会からの幅広い理解と

協力が期待できる公益社団法人-の移行申請を行い､シルバー人材センター事

業を展開していく決定を行った｡

以上のことを踏まえ､定款第20条第 1項の規定に基づき総会の議決を求め

る｡

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃

萱,;t･



参考資料 盈

公益法人制度改革の目的

民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し民による公益の増進に寄与するとともに､主務

官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益法人制度の問題点を解決すること｡

新制度における従来の公益法人等の選択肢

新公益法人制度は､平成20年12月1田に施行され､5年間は特段の手続をとることなく従来と

同様の法人(特例民法法人)として存続できますが､平成25年11月末までに新法人への移行申

請を行わなかった場合は解散することとなる｡

☆ 現在の広島県下のシルバー人材センターにおけ公益社団法人への移行状況は､平成23年
4月1臣∃移行に向けて全てのシルバ-人材センターが準備を進めている｡

ご:



〔参 考 資 料海

間 互111② (公益社団 匂財団法人と一般社団 h財団法人の違い)

公益社団 可財団法人と一般社団 口財団法人の違いは何ですかOまた､それぞ

れのメリット･デメリットは何ですか｡

答

1 今回の公益法人制度改革では､現在の公益法人の許可制度では一体となっ

ている法人の設立と法人の公益性の認定を分離して､登記のみで設立できる

一般社団 F財団法人の制度を創設するとともに､公益日的事業を行ち-般社

団 抄財団法人は公益認定を受けることができることとし､公益認定を受けた

-般社団 b財団法人を公益社団 .財団法人と呼ぶこととしました｡

2 したがって､両者の違いは､公益認定を受けているか否かということにな

りますが､実体面では次のような相違点があります｡

比較畢唄 E -般社団 ロ財団法人 i 公益社匝 巨 財団法人(注5) I

成立 弓忍定の要件 設立の登記(注 1)o 1公益法人認定法第 5条の認定基準に適合することo公益法人認定法第 6条の欠格要件に該当しないことo

実施できる事業 適法であれば制限なし 適法であれば制 限なしoただ し､

(注2)o 公益田的事業を費周で計って 50%以止の比率で実施する必要ありo

遵守事項 -般社団 .財団法人法 -般社団 ヨ財団法人法の規律に加

の規律のみ(注 3)o え､収支相償､公益目的事業比率50%以上､遊休財産規制､一定の財産の公益目的事業への使用 .処分､理事等の報酬等の支給基準の公表､財産目録等の備置き.閲覧 ℡行政庁への提出等D

監督 業務 ℡運営全体につい 行政庁(委員会)による報告徴収､

ての一律的監督 な し 立入検査､勧告 B命令､認定の取

(注 4)O 消しありo

税制 】-部の一般社団 昏財団 すべての公益社団 ヰ財団法人が特

法人について収益事業 定公益増進法人(注 6)となり､公

のみに課税するなどの 益法人認定法上の公益目的事業は

詔＼且



れ非課税となるなどの措置が定め

られている｡

(注 1)特例民法法人(平成 20年 12月 l田以降存続する現行の公益法人)から

一般社団 b財団法人に移行する場合は､行政庁の認可が必要ですO

(注 2)a(注 3)a(注 4)公益目的支出計画を実施している一般社団 h財団法人

については､計画に定めた事業を確実に実施する必要があります｡また､

公益目的支出計画の確実な実施を確保するために必要な範囲内で整備法に

基づく行政庁の監督が行われます｡

(注 5)公益社団 .財団法人の実施できる事業､遵守事項､監督については､公

益法人認定法で定められています｡

(注 6)その法人への寄附について､寄附者の税制上の優遇措置 (損金算入等)

が認められている法人です｡

3 両者のメリット申デメuットは､法人の規模､事業などによって異なって

くると考えられます｡一般論として説明すれば､

(i)公益社団 .財団法人は､行政庁の監督の下､税制上の優遇措置を多く受

けつつ主に公益目的事業を実施していきたい法人が選択するのに向いてい

る場合が多い

(2) 一般社団 V財団法人は､比較的自由な立場で､非営利部門において､可

能な範囲で公益目的事業を含む様々な事業を実施していきたい法人が選択

するのに向いている場合が多い

と考えられます｡民間非営利部門において ｢民による公益の増進｣に寄与し

ていこうとする団体にとって､いずれも有力な選択肢になるものと考えますO
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議案第4号

(社)江田島市シルバー人材センターの公益社団法人

移行当初の代表理事の選任について

(社)江田島市シルバー人材センターが公益社団法人へ移行するためには､

一一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成 18年法律第 48号)第 77

条第 3項の規定に基づき､当センターの公益社団法人移行当初の代表理事 (理

事長)を選任する必要があるO

このため､当センタ-の公益社団法人移行当初の代表理事 (理事長)として､

次の者を選任することについて､定款第 20条第 1項の規定に基づき､総会の議

決を求める｡

ふろい ただし
理事長 風呂井 侃

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃

三三



議案第 5号

(社)江田島市シルバー人材センター公益社団法人

移行当初の代表理事の選任について

(社)江田島市シルバ-人材センターが公益社団法人-移行するためには､

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成 18年法律第 48号)第 77

条第 3項の規定に基づき､当センターの公益社団法人移行当初の代表理事 (副

理事長)を選任する必要がある｡

このため､当センターの公益社団法人移行当初の代表理事 (副理事長) とし

て､次の者を選任することについて､定款第 20条第 1項の規定に基づき､総会

の議決を求める｡

L L IJ. -clと し､F

副理事長 豊 島 喜登 志

平成 22年 5月28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃
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議案第 6号

(社)江田島市シルバー人材センターの公益社団法人

移行当初の業務執行理事の選任について

(社)江田島市シルバー人材センターが公益社団法人-移行するに当たり､

当センターの公益社団法人移行当初の業務執行理事を選任する必要がある｡

このため､当センターの公益社団法人移行当初の業務執行理事 として､次の

者を選任することについて､定款第 20条第 1項の規定に基づき､総会の議決を

求める｡

にい )とうそ う

業務執行理事 二井 省 三

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃
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議案第 7号

(社)江田島市シルバー人材センターの公益社団法人

移行当初の役員について

(社)江田島市シルバー人材センターが公益社団法人-移行するに当り､公

益社団法人移行後も別紙の役員が引き続き､その地位に就くことについて､定

款第 11条第 2項の規定に基づき､総会の議決を求める｡

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃
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別紙

公益社団法人 江田島市シルバー果樹健ン夢一役員名簿

役 職 名 氏 名

理 事 長 フ ロ イ タダシ風呂井 侃

副 理 事 長 豊 島 喜 登 志

業務執行理事 (常務理事) ニ イ ショウ ソウニ 井 省 三

理 事 ,冒､ 荘 賢 '

理 事 ヤ ギ ノブ トシ八 木 信 寿

理 事 二シ ノ ブン ゾウ西 野 文 三

ヤマ ダ

理 事 山 田 タケ子

理 事 サワ オ力 ウニ エ
港 間 邦 恵

理 事 オオ サコ トシ オ大 迫 敏 夫

理 事 モリ ゴウ オサム森 合 修

理 事 ウエ ムカ イ アキ ノプ上向井 明 信

理 事 ウエ ダ ヒデ オ上 田 英 夫

理 事 モリ イ ツトム森 井 勉

理 事 タ グチ ∃シ ヒサ田 口 宜 久

理 事 力マ ガ アツ ミ釜 賀 恒 美

理 事 ト チ ャス ノリ登 地 婦 徳

監 事 イ ガワ アツム井 川 伍

監 事 ノ ザキ タカ ノプ野 崎 剛 睦

三二1



議案第8号

(社)江田島市シルバ-人材センターの定款の改正案について

(社)江田島市シルバー人材センター定款改正について､当センターが公益

社団法人に移行するため定款の改正をする必要があるので､定款第 35条の規定

に基づき､総会の議決を求める｡

平成 22年 5月28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃

三･I:,



公益社団法人 江田島市シルバー人材センター定款 (莱)

第 且章 総則

(名称)

第 1条 この法人は､公益社団法人江田島市シルバー人材センター (以下 ｢センター｣

とい う｡)と称する｡

(事務所)

第 2条 センターは､主たる事務所を広島県江田島市に置く｡

(目的)

第3条 センターは､定年退職者等の高齢者 (以下 ｢高齢者｣という｡)の希望に応 じ

た臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務 (当該業務に係る労働力の需給の

状況､当該業務の処理の実情等を考慮 して厚生労働大臣が定めるものに限る｡次条及

び第5条において同じ｡)に係る就業の機会を確保 し､及びこれらの者に対して組織

的に提供することなどにより､その能力を生かした就業その他の多様な社会参加活動

を援助して､これらの者の生きがいの充実と福祉の増進を図るとともに､活力ある地

域社会づくりに寄与することを目的とする｡

(事業)

第4条 センターは､前条の目的を達成するため､次の事業を行 う｡

(1) 臨時的かつ短期的な就業 (雇用によるものを除く｡)又はその他の軽易な業務に

係る就業 (雇用によるものを除く｡)を希望する高齢者のために､これらの就業機

会を確保 し､及び組織的に提供すること｡

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽易な業務に係る就莱 (雇用に

よるものを除く｡)を希望する高齢者のために､無料の職業紹介事業又は一般労働

者派遣事業を行 うこと｡

(3) 高齢者に対し､臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に必

要な知識及び技能の付与を目的とした講習を行 うこと｡

(4) 高齢者に対し､臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業を通

じて､高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行 う

こと｡

(5) 前4号に掲げるもののほか､高齢者の多様な就業機会の確保及び地域社会､企業

等における高齢者の能力の活用を図るために必要な事業を行 うことa

(6) その他 目的を達成するために必要な事業をおこなうこと｡

2 前項の事業は､広島県江田島市内において行 うものとする｡

第 2章 会員
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(種別)

第5条 センターの会員は､次の3種とし､正会員及び特別会員をもって一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律 (以下 ｢一般社団 ･財団法人｣というo)上の社員と

する｡

(1) 正会員 センターの目的に賛同し､その事業を理解 している次のいずれにも該当

する者であって､理事会の承認を得た者

ア 江田島市に居住する原則として60歳以上の者

イ 健康なものであって､臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係

る就業を通 じて自己の労働能力を活用 し､それによって自らの生きがいの充実

や社会参加等を希望する者

(2) 特別会員 センターに功労があった者又はセンターの事業運営に必要な学識経

験を有する者で､理事会の承認得た者

(3) 賛助会員 江田島市内に住所又は事務所がある個人又は団体であってセンター

の目的に賛同し､事業に協力するもので理事会の承認を得たもの

(入会)

第6条 正会員､特別会員及び賛助会員として入会 しようとする者は､所定の入会申

込書を理事長に提出し､理事会の承認を受けなければならない｡

2 入会は､理事会においてその可否を決定 し､これを本人に通知するものとするO

(会費)

第 7条 正会員及び特別会員は､センターの活動に必要な経費に充てるため､総会に

おいて別に定める会費を支払わなければならない｡

2 賛助会員は､総会において別に定める賛助会費を納入 しなければならない｡

(会員の資格喪失)

第8条 正会員､特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当する場合には､その資

格を喪失するo

(1) 退会 したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 死亡し､若 しくは夫綜宣告を受け､又は会員である団体が解散したとき

(4) 1年間以上会費等を滞納 したとき

(5) 除名 されたとき

(6) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき

(退会)

第9条 正会員､特別会員及び賛助会員は､退会届を提出して､任意に退会すること

ができる｡

(除名)

第 10条 会員が次のいずれかに該当する場合には､総会において､正会員及び特別
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会員の総数の半数以上であって､正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以

上の議決に基づき､除名することができる｡この場合､その会員に対 し､総会の 1

週間前までに､理由を付 して除名する旨を通知し､総会において､決議の前に弁明

の機会を与えなければならない｡

(1) センターの定款又は規則に違反 したとき

(2) センターの名誉を傷つけ､又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他の正当な事由があるとき

2 前項により除名が決議されたときは､その会員に対 し､通知するものとする｡

(会員資格喪失に伴 う権利及び義務)

第 11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失 したときは､センターに対する

会員としての権利を失い､義務を免れる｡

2 センターは､会員がその資格を喪失しても､既納の会費及びその他の拠出金品は､

これを返還 しない｡

第 3章 総会

(構成)

第 12条 総会は､すべての正会員及び特別会員をもって構成する｡

2 前項の総会をもって一般社団 ｡財団法人法上の社員総会とする｡

(権限)

第 13条 総会は､次の事項について決議する｡

(1) 役員の選任又は解任

(2) 役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基準

(3) 役員の賠償責任の免除

(4) 定款の変更

(5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(6) 会費及び賛助会費の金額

(7) 会員の除名

(8) 解散､公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分

(9) 合併

(10) 前各号に定めるもののほか､一般社団 ｡財団法人法に規定する事項及びこの定

款に定める事項

(種別及び開催)

第 14条 センターの総会は､定時総会及び臨時総会の 2種類 とする｡

2 定時総会は､毎事業年度終了後 2ケ月以内に開催する｡

3 臨時総会は､次の各号の一に該当する場合に開催する｡

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき

4盈



(2) 正会員及び特別会員の総数の議決権の5分の1以上を有する会員から会議の目

的である事項及び招集の理由を記載 した書面により､招集の請求が理事長にあっ

たとき

(招集)

第 15条 総会は､法令に別段の定めがある場合を除き､理事会の決議に基づき理事

長が招集する｡

2 理事長は､前条第 3項第 2号の規定による請求があったときは､その日から30

日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならないL,

3 総会を招集するときは､会議の日時､場所､目的である事項､その他法令で定め

る事項を記載した書面をもって､開催の 1週間前までに通知を発しなければならな

い｡)ただし､総会に出席 しない正会員及び特別会員が書面によって､議決権を行使

することができることとするときは､2週間まえまでに通知を発 しなければならな

い｡

(議長)

第 16条 総会の議長は､当該総会において正会員及び特別会員の中から選任する｡

(議決権)

第 17条 総会における議決権は､正会員及び特別会員i名につき1個とする｡

(定居数)

第 18条 総会は､正会員及び特別会員の総数の過半数の出席がなければ開催するこ

とができない｡

(決議)

第 19条 総会の決議は､一般社団 ｡財団法人法第49条第2項に規定する事項及び

この定款に特に規定するのもを除き､正会員及び特別会員の総数の過半数の出席 し､

出席 した正会員及び特別会員の過半数をもって決し､可否同数のときは､議長の決

するところによる｡

2 前項前段の場合において､議長は正会員及び特別会員として決議の加わることは

できない｡

(書面決議等)

第20条 総会に出席できない､正会員及び特別会員は､予め通知された事項につい

て書面をもって議決し､又は他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使

を委任することができる｡

2 前項の場合における前 2条の規定U)適用については､その正会員及び特別会員は

出席 したものとみなす｡

(議事録)

第21条 総会の議事については､法令で定めるところにより議事録を作成 しなけれ

ばならない｡
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2 議長及び出席した理事は､前項の議事録に署名押印する｡

第4章 役員

(役員の設置)

第 22条 センターに次の役員を置く｡

(1) 理 事 10名以上 20名以内

(2) 監 事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長､且名を副理事長､1名を常務理事 (事務局長)とする｡

3 前項の理事長及び副 理事長をもって一般社団｡財団法人法上の代表理事とし､常

務理事 (事務局長)をもって一般社団 ｡財団法人法第 9五条第 1項第 2号の業務執

行理事とする｡

(役員の選任)

第 23条 役員は､総会の決議によって選任する｡

2 理事長及び副理事長､常務理事 (事務局長)は､理事会の決議によって理事の中

から選任する｡

3 監事は､センタ-の理事又は使用人を兼ねることができない｡

(理事の職務及び権限)

第 24条 理事は､理事会を構成 し､法令及びこの定款で定めるところにより､センタ

ーの業務の執行の決定に参画する｡

2 理事長は､センターを代表 し､その業務を執行する｡

3 副理事長は､理事長を補佐 し､センターの業務を執行する｡また､理事長に事故が

あるとき又は理事長が欠けたときは､その職務を代行する｡

4 常務理事 (事務局長)は､センターの業務を分担執行する｡

5 理事長､副理事長及び常務理事 (事務局長)は､毎事業年度に4ケ月を超える間隔

で2回以上､自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない｡

(監事の職務及び権限)

第 25条 監事は､理事の職務の執行を監査し､法令で定めるところにより､監査報告

を作成する｡

2 監事は､いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め､センターの業務及び

財産の状況を調査することができる｡

3 前 2項に定めるもののほか､監事に関する事項は､一般社団 ｡財団法人法で定める

ところによる｡

(任期)

第 26条 理事の任期は､選任後 2年以内に終了する事業年度のうち､最終のものに

関する定時総会の終結の時までとし､再任を妨げない｡

2 監事の任期は､選任後 2年以内に終了する事業年度のうち､最終のものに関する
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定時総会の終結の時までとし､再任を妨げない｡

3 補欠により選任された役員の任期は､前人者の残任期間とする｡

4 役員は､第 22条第 1項で定めた役員の員数が欠けた場合には､辞任又は任期満了

後においても､新たに選任された者が就任するまでは､なお役員としての権利義務を

有するO

(解任)

第 27条 役員は､総会の決議によって､解任することができる｡ただし､監事を解任

する場合は､正会員及び特別会員の総数の半数以上であって､正会員及び特別会員の

総数の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない｡

(報酬等及び費周)

第 28条 役員は無報酬とする｡ただし､常勤の役員には報酬を支給することができる｡

2 役員には､その職務を行 うために要する費用の支払いをすることができる0

3 前2項に関し必要な事項は､総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に

関する規程による｡

(取引の制限)

第 29条 理事が､次に掲げる取引をしようとする場合は､その取引について重要な事

実を開示し､理事会の承認を得なければならない｡

(1) 自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするセンターとの取引

(3) センターがその理事の債務を保証することその他の理事以外の者 との問におけ

るセンターとその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は､その取引の重要な事実を遅滞なく､理事会に報告しなけ

ればならない｡

(役員の責任の免除)

第 30条 センターは､役員の一般社団 ｡財団法人法第 111条第 1項の賠償責任につ

いて､法令に定める要件に該当する場合には､正会員及び特別会員の総数の半数以上

であって､正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により､賠償責

任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし､免除することが

できる｡

第5章 理事会

(構成)

第 31条 センターに理事会を置く｡

2 理事会は､すべての理事をもって構成する｡

(権限)

第 32条 理事会は､この定款に別に定めるもののほか､次の職務を行 う0

illi･



(1) 総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規程の制定､変更及び廃止

(3) 前各号に定めるもののほかセンターの業務執行の決定

(4) 理事の職務の執行の監督

(5) 理事長及び副理事長､常務理事 (事務局長)の選任及び解職

(開催)

第 33条 理事会は､通常総会と臨時総会の2種類とする｡

2 通常総会は､毎事業年度に3回以上開催する.

3 臨時総会は､次の各号の一に該当する場合に開催するO

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載 した書面をもって理事長に

招集の請求があったとき

(3) 前号の請求があった日から5日以内に､その請求があった日から2週間以内の

日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せ られない場合に､その請求をし

た理事が招集 したとき

(4) 一般社団 ｡財団法人法の定めるところにより､監事から理事長に招集の請求が

あったとき､叉は監事が招集 したとき

(招集)

第 34条 理事会は､理事長が招集する0

2 前項の規定にかかわらず､前条第 3号による場合は､理事が､前条第4号後段によ

る場合は､監事が理事会を招集する(,

3 理事長は､前条第2号又は第4号前段に該当する場合は､その請求があった日から

5日以内に､その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招

集の通知を発 しなければならない｡

4 理事会を招集するときは､会議の日時､場所､目的である事項を記載 した書面をも

って､開催 Ejの7日前までに､各理事及び各監事に対 して通知を発 しなければならな

い ｡

5 前項の規定にかかわらず､理事及び監事の全員の同意があるときは､招集の手続を

経ることなく理事会を開催することができるC

(議長)

第 35条 理事会の議長は､理事長がこれに当たるO

(定足数)

第 36条 理事会は､理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない｡

(決議)

第 37条 理事会の決議は､決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

過半数が出席 し､その過半数をもって行 う｡
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(決議の省略)

第 38条 理事が､理事会の決議の目的である事項について提案した場合において､決

議に加わるはことのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは､その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとす

るCただし､監事が異議を述べたときは､その限りではない｡

(議事録)

第 39条 理事会の議事については､法令で定めるところにより､議事録を作成 しなけ

ればならない｡

2 出席 した理事及び監事は､前項の議事録に署名押印するD

第 6章 資産及び会計

(資産の管理)

第40条 センターの資産は､理事長が管理 し､その方法は､理事会の決議により､別

に定める｡

(事業年度)

第41条 センターの事業年度は､毎年4月 1日に始まり､翌年 3月 31日に終わるC

(事業計画及び収支予算)

第42条 センターの事業計画書及び収支予算書等 (収支予算書､資金調達及び設備投

資の見込みを記載した書類)は､毎事業年度の開始の日の前日までに､理事長が作成

し､理事会の決議を経て､総会に報告するものとする｡これを変更する場合も､同様

とする｡

2 前項の書類は､毎事業年度の開始の日の前 日までに､行政庁に提出しなければなら

ない｡

3 第 1項の書類は､主たる事務所に､当該事業年度が終了するまでの問備え置き､一

般の閲覧に供するものとする｡

(事業報告及び決算)

第43条 センターの事業報告及び決算については､毎事業年度終了後､理事長が次の

書類を作成 し､監事の監査を受けた上で､理事会の承認を経て､定時総会に提出し､

承認を受けなければならない｡

(1) 事業報告書

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の書類のほか､次の書類を主たる事務所に5年間備え置き､一般の閲覧に供す
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るとともに､定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き､一般の閲覧に供するもの

とする｡

(1) 監査報告

(2) 役員の名静

(3) 役員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載 した書類

3 前 2項の書類は､毎事業年度の経過後 3ケ月以内に行政庁に提出しなければならな

い｡

(長期借入)

第44条 センターが資金の借入をしようとするときは､その会計年度の収入をもって

償還する短期借入金を除き､総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上であ

って､正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決を経なければならな

い｡

(公益目的取得財産残額の算定)

第45条 理事長は､公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第

48条の規定に基づき､毎事業年度､当該事業年度の末日における公益目的取得財産

残額を算定 し､第43条第2項第4号の書類に記載するものとする｡

第 7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第46条 この定款は､第48条の規定を除き､総会において､正会員及び特別会員の

総数の半数以上であって､正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決

により変更することができるC

2 公益認定法第 五1条第 1項各号に掲げる事項に係る定款の変更 (軽微なものを除く)

をしようとするときは､その事項の変更につき､行政庁の認定を受けなければならな

い｡

3 前項以外の変更を行った場合は､遅滞なく行政庁に届け出なければならない｡

(解散)

第47条 センターは､一般社団 ｡財団法人法第 148条第 1号及び第2号並びに第4

号から第7号までに規定する事由によるほか､総会において正会員及び特別会員の総

数の半数以上であって､正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に

より解散することができる｡

(公益目的集等財産残額の贈与)

第48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合､又は合併により消滅する

場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く｡)において､公益

I_:.';一心



認定法第30条第 2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは､これに相当する

額の財産を1ケ月以内に､総会の決議により､センターと類似の事業を目的とする他

の公益法人､国若しくは地方公共団体又は公益認定法第 5条第 17号に掲げる法人に

贈与するものとする｡

(残余財産の処分)

第49条 センターが解散等により清算するときに有する残余財産は､総会の議決によ

り､センターと類似の事業を目的とする他の公益法人､国若 しくは地方公共団体又は

公益認定法第5条第 17号に掲げる法人に贈与するものとする｡

第 8章 評議員会

(評議委員会)

第 50条 理事会の決議により､センターに評議員会を置くことができる｡

2 評議員会は､理事長から付議されたセンターの業務の運営に関する事項を審議し､

及びこれらに関し必要と認められる事項を理事長に建議する｡

3 評議員会は､必要に応じ理事長が招集する｡

4 評議員会は､評議員 16名以内をもって構成する｡

5 評議員は､高齢者問題について学識経験のある者等のうちから理事会の承認を得て

理事長が委嘱する｡

6 評議員会の運営細目については､別に定める｡

第 9章 事務局

(事務局)

第 51条 センターの事務を処理するため､センターに事務局を置く｡

2 事務局には､事務局長及び所要の職員を置く｡

3 重要な職員は､理事会の承認を得て理事長が任免する｡

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､理事会の決議により､別に定める｡

第 10章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 センターの公告は､主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によ

り行 う｡

第 1且章 雑則

(委任)

第 53条 この定款の施行について必要な事項は､理事会の決議により､別に定める｡

附 則

塾飼



1 この定款は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律第 1

06条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する｡

2 センターの初代の代表理事は､風呂井侃､豊島喜登志とし､業務執行理事は二井省

三とする｡

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律第 106粂第 1

項に定める特例民法法人の解散の登記と､公益法人の設立の登記を行ったときは､第

41条の規定にかかわらず､解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし､設立の登

記の日を事業年度の開始の日とする｡

･-::=t･=l･･



参考資料

定款の改正案

･実線-変更箇所､点線-任意又は法人の規模等により扱いが異なる箇所

改 正 案 現 行 備 考

全量社団法人 江田島市シルバー人材センター定款 社団法人 江田島市シルバー人材センター定款 - 桔- の支部及び- 摩シル/一 人可

l 酎 章 総則ilよで芸)この臥 は､過 社団法人江脚 シルバー人材セン 第 1牽 総則(名称)第 1条 この法人は､社団法人江田良 市シルバー人材センター-

タ- (以下 ｢センター｣ とい うo) と称する○ (以下 ｢センター｣というO)とい うO

(事務所) (事務所)

第 2条 センタ-は､主たる事務所を広島県江田島市に置く. 第 2条 センターは､主たる事務所を広島県江田良市江田島町 センター.-で支所を有するときは､主たる事務所

l (目的) 中央一一丁 目15番 15号に置き､従たる事務所を広島県江田島 と従たる事務所を併記するt,

市大柿町大原 1118番地 2に置く〇 ･江田島市まででも良い○

(目的) ･現行のとおり高齢者等の雇用の安定等に指針Tる ■

第 3条 センターは､定年退職者等の高年齢退職者 (以下 ｢高 第 3条 センターは､定年退職者等の高年齢退職者 (以下 ｢高 法律第 41灸を踏まえて規定 したU !

齢者｣という○)の希望に応 じた臨時的かつ短期的な就業又 齢者｣というo)の希望に応 じた臨時的かつ短期的な就業又

はその他の軽易な業務 (当該業務に係る労働力の需給の状 はその他の軽易な業務 (当該業務に係 る労働力の需給の状

祝､当該業務の処理の実情等を考慮 して厚生労働大臣が定め 況､当該業務の処理の実情等を考慮 して厚生労働大臣が定め

るものに限る○次条及び第 5条において同じo)に係る就業 るものに限るo次条及び第 5条において同じ○)に係る就業

の機会を確保 し､及びこれ らの者に対 して組織的に提供する の機会を確保 し､及びこれらの者に対 して組織的に提供する



ことなどにより､その能力を生かした就業その他の多様な社

会参加活動を援助 して､これらの者の生きがいの充実と福祉

の増進を図るとともに､活力ある地域社会づくりに寄与する

ことを目的とする｡

(事業)

第 4条 センターは､前条の目的を達成するため｣次の事業を

行 うo

(1) 臨時的かつ短期的な就業 (雇用によるものを除くo)

又はその他の軽易な業務に係る就業 (雇用によるものを

除く｡)を希望する高齢者のために､これ らの就業の機

会を確保 し､及び組織的に提供することO

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽

易な業務に係る就業 (雇用によるものに限る｡)を希窒

する高齢者のために､無料の職業紹介事業又は一般労働

者派遣事業を行 うことQ

(3) 高齢者に対し､臨時的かつ短期的な就業及びその他の

軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を

目的とした講習を行 うこと｡)

(4) 高齢者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他

の軽易な業務に係る就業を通じて､高齢者の生きがいの

充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業を行

うこと｡

(5) 前4号に掲げるもののほか､高齢者の多様な就業機会

の確保及び地域社会､企業等における高齢者の能力の活

ことなどにより､その就業を援助して､これらの者の生きが

いの充実､社会参加の推進を図ることにより､高齢者の能力

を生か した活力ある地域社会づ くりに寄与することを｢1的

とする｡

(事業)

第 4条 センタ山は､前条の目的を達成するために次の事業を

行 う｡

(1) 臨時的かつ短期的な就業 (雇用によるものを除く｡)

又はその他の軽易な業務に係る就業 (雇用によるものを

除く｡)を希望する高齢者のために､これらの就業の機

会を確保 し､及び組織的に提供すること,

(2) 臨時的かつ短期的な雇用による就業又はその他の軽

易な業務に係る就業 (雇用によるものに限る｡)を希翌

する高齢者のために､無料の職業紹介事業を行 うことO

(3) 高齢者に対 し､臨時的かつ短期的な就業及びその他の

軽易な業務に係る就業に必要な知識及び技能の付与を

目的とした講習を行 うこと｡

(4) 前 3号に掲げるもののほか､臨時的かつ短期的な就業

及びその他の軽易な業務に係る就業を通じて､高齢者の

生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要

な事業を行 うことo

(新設)

2

11皆から4号は､現行のとおり高齢法第 42粂

窮 1項を踏まえて規定し/1=_｡

I｢前 3号にかかげるもののほか∴ を削除

･シニアワークプログラム地域事業とシニア就業

支授プログラム事業を行 う場合の定款上の根

拠を設けた｡



第 2章 金島

し種別l

第 5条 センターの会員は､次の 3種とし､正会員及び特別会

員をもって一一般社団法人及び一一般財団法人に関する法律 (以

下 ｢一般社団 ･財団法人法｣というo)上の社員とするo

iii正会員 センターの目的に賛同し､その事業を理解してい

る次のいずれにも該当する者であって､理事会の承認を得た

畳

圃

三 江田島制こ居住する原則 として60歳以上の者

土 健康な者であって､臨時的かつ短期的な就業又はその

他の軽易な業務に係る就業を通 じて自己の労働能力を

活用し､それによって自らの生きがいの充実や社会参加

等を希望する者

特別会員 センター一に功労があった者又はセンターの事

業運営に必要な学識経験を有する者で､理事会の承認を得た

畳

良と賛助会員 江田島市内に住所又は事務所がある個人又は

団体であってセンターの目的に賛同し､事業に協力するもの

で理事会の承認を得た皇聖.

(入会)

第 6条 正会員､特別会員及び賛助会員として入会しようとす

る者は､所定の入会申込書を理事長に提出し､理事会の承認

を受けなければならない｡

2 入会は､理事会においてその可否を決定し､これを本人に

通知するものとする｡

の種類)

センターの会員は､正会員､特別会員及び賛助会員の

種とし､正会員及び特別会員をもって民法 Lの社員とする｡

正会員は､センターの目的に賛同し､その事業を理解 して

､る次のいずれにも該当する者であって､理事会の承誰を得

ものとする｡

(1) 江田島市に居住する原則として60歳以上の者｡

(2) 健康で､臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易

な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し､

それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希

望する者｡

3 特別会員は､センター一に功労があった者又学識経験者でセ

ンターの事業運営に必要と認めて､理事長が推薦 し､理事会

の承認を得た者とする(､

4 賛助会員は､江田島市内に住所又は事務所がある個人又は

団体であってセンターの目的に賛同し､事業に協力するもの

で理事会の承認を得たものとする｡J

(入会)

第 6条 正会員 として入会しようとする者は､所定の入会申

込書を理事長に提出し､理事会の承認を受けなければならな

い｡

(新設)

3

･｢理事長が推薦し､｣を削除

･｢例 1:所定の入会申込書を理事長に投出し､

理事会の承認を受けなければならな

いG｣

･｢例2:埋草会の定めるところにより申込みを



(会費)

第 7条 正会員及び特別会員は､センターの活動に必要な経費

に充てるため､総会において別に定める会費を支払わなけれ

ばならない｡

星賛助会員は ､総会において別に定 める賛助会費を納入 しな

ければならない｡

(会員の資格喪失)

第 監条 正会員､特別会員及び賛助会員が次のいずれかに該当
する場合には､その資格を喪失するO

(1) 退会したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 死亡し､若 しくは失掠宣告を受け､又は会員である団

体が解散したとき

(4) 1年間以上会費等を滞納 したとき

(5) 除名されたとき

(6) 全ての正会員及び特別会員の同意があったとき

(退会)

第 9条 正会員､特別会員及び賛助会員は､退会届を提出して､

任意に退会することができるO

(会費)

第 7条 正会員及び賛助会員は､総会において別に定める会

費を納入しなければならない｡

(新設)

(新設)

(退会)

第 8条 正会員は､退会しようとするときは､その旨を理事長

に届けなければならない｡

2 正会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するとき､及び

特別会員が第 1号に該当するときは､退会 したものとみな

す｡

(1) 死亡し､又は解散したとき｡

(2) 正当な理由なく会費を 1年以上納入 しないとき｡

4

し､その承認を受けなければならないg｣

･第8粂第2項第2号の 1年を準用



(除名)

第 10条 会員が次のいずれかに該当する場合には､総会にお

土二三｣11:.会員捜び特別会員の総数の半数1.､LLであって､正会

員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決に基づ

き､除名することができる｡この場合 ､そ の会員に対し､総

会の 1週間前までに､理由を付して除名する旨を通知 し､総

会において､決議の前に弁明の機会を与えなければならな

坦零『

王立 センターの定款又は規則に違反 したとき

センターの名誉を傷つけ､又は目的に反する行為をした

皇皇

(3)その他の正当な事由があるとき

2 前項により除名が決議されたときは ､その会員に対 し､適

知するものとする

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第 まと条 会員が第 8条の規定によりその資格を喪失したとき
は､センターに対する会員としての権利を失い､義務を免れ

ゑ≦｣

2センターは､会員がその資格を喪失 しても､既納の会費及

びその他の拠出金品は､これを返還しないD

(除名)

第 9条 会員がセンターの名誉をき損し､設立の趣旨に反 し､

秩序を乱し､又はこの定款に反するような行為を行ったとき

は､総会において

正会員及び特別会員の総数の 3分の 2以 Lの議決により､そ

の会員を除4,することができる｡

2 前項の規定により会員を除名 しようとするときは､除名を

行 う総会において､その会員に弁明の機会をあたえなければ

ならない｡

(新設)

(会費等の付返還)

第 10条 退会し､又は除名 された会員が､既に納入 した会費

その他の金晶は､これを返還 しない｡

5

本規定は､総会における議決権が正会員及び特

別会員 1創 こつき1個とする場合であるD



2
【

前項の総会をもって一般社団｡財団法人法上の社員総会と
する(,

し楠三根)

第土と条 総会は､次の事項について決議する｡
役員の選任又は解任

役員の報酬等の額の決定又は役員の報酬等の支給の基

塗

役員の賠償責任の免除

定款の変更

各事業年度の事業報告及び決算の承認

(6) 会費及び賛助会費の金額

(7) 会員の除名

(8) 解散､公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処

第 4章 会議

(会議の種別)

第 18条 センターの会議は､総会及び理事会の 2種とし､総

会は､通常総会及び臨時総会とするO

(会議の構成)

第 19条 総会は､正会員及び特別会員をもって構成する｡

(新設)

2 理事会は､理事長その他の理事をもって構成するくつ

(権限)

第 20条 総会は､この定款に定めるもののほか､センターの

運営に関する重要な事項を議決する｡

･第 18条は第 1Li条に移動

･総会と理事会を別々の車として､埋草会関旅は

第 4章に移行

第 tl章に移行



規定する事項及びこの定款に定める事項

(種別及び開催)

第 壬生条 センターの塗会 は､

する｡

定時総会及び臨時総会の 2種 と

2 定時総会は､毎事業年度終了後 2ケ月以内に開催す る O

臨時総会は､次の各号の I-一に該当する場合に開催す る o

理事会において開催の決議がなされたとき

5分の 1以上を

有する会員か ら会議の 目的である事項及び招集の理 由を

記載 した書面によ り､招集の請求が理事長にあったと

し招集l

第 主立粂 総会は､法令に別段の定めがある場合を除き､

会の決議に基づき理事長が招集する9

2 理事会は､この定款に別に定めるもののほか､次の事項を

議決するC

(1) 総会の議決 した事項の執行に関す る重要な事項

(2) 総会に付議すべき事墳

(3) その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(会議の開催)

第 21条 通常総会は､毎年 3月及び 5月に開催する｡

2 臨時総会は､次に掲げる場合に開催す る｡

(1) 理事会が必要と認めたとき｡

(2) 正会員及び特別会員総数の 5分の 1以上から会議の目

的を記載 した書面により開催の請求があったとき｡

(3) 監事が民法第 59条第 4号に基づいて招集す るとき｡

3 理事会は､次の掲げる場合に開催するこ,.

(D 理事長が必要と認めたとき｡

(2) 理事現在数の 3分の 1以 Lか ら会議の 目的を示 して開

催の請求があったとき｡

(招集)

第 22条 会議は､前条第 2項第 3号の場合を除いて､理事長

が招集する｡

7

･第1輩に移fJ

A---股祉措･財措法人抜第

会は､毎事業年度の終了後一定の時期に召集し

なければならない｡｣を踏まえて､現行の｢通

常総会｣を｢定時総会｣に変更するとともに､

｢定時総会は､毎事業年度終了後2ケ月以内に

開催するO｣=ととし､1回の開催で規定したO

･｢5分の 1｣でも可

･削除

･第 4章に移行



2 理事長は､前条第 3項第 2片の規定による請求があったと

きは､その日から30日以内の目を総会の日とする臨時総会

の招集の通知を発 しなければならない｡

3 総会を招集するときは､会議の日時､場所､目的である事

項､その他法令で定める事項を記載 した書面をもって､開催

日の 1週間前までに通知を発しなければならない｡ただし､

総会に出席 しない正会員及び特別会員が書面によって､議決

権を行使することができることとするときは､2週間前まで

に通知を発しなければならない｡

(塾星)

第 16条 総会の議長は､当該総会において正会員及び特別会

員の甲から選任する,J

第 17条 総会における議決権は､正会員及び特別会員 1名に

つき 1個とするo

2 理事長は､前条第 2項第 2号の場合には請求の日から 30

日以内に臨時総会を､同条第 3項第 2号の場合には請求の日

から10日以内に理事会を招集 しなければならない｡

3 会議を招集する場合には､会議の日的たる事項､内容､日

時及び場所を示 した書面により､少なくとも開催 日の 7日前

までに会議の構成員に通知しなければならない｡

(会議の議長)

第 23条 総会の議長は､その総会において出席会員のうちか

ら選任する｡

2 理事会の議長は､理事長がこれに当たるく)

(新設)

8

｢例 1.6週間以内｣｢例2 30日以内｣

･理事会関係は第 4牽

I｢その他法令で定める事項｣とは､-･般祉Ef]法

人 ･財tif]縁人施行規則第 4条に規定する事項

ノノr- 1_t=_



議長は構成員として議決に加わる権利を有 しない｡

(新設)

(書面表決等)

第 26条 やむを得ない理由により会議に出席できない正会

員､特別会員又は理事は､あらかじめ通知された事項につい

て書面をもって表決し､又は他の構成員を代理人として表決

を委任することができるL,この場合において前 2条及び次条

第 1項第 3号の規定の適用について出席したものとみなす｡

(会議の議事録)

第 27条 会議の議事については､次の事項を記載 した議事録

を作成しなければならない｡

(i) 会議のl三川寺及び場所

(2) 構成員の現在数

(3) 総会にあってはその総会に出席 した正会員及び特別会

員の数､理事会にあってはその理事会に出席 した理事 (理

事長､副理事長及び常務理事を含む｡)の氏宅 (書面表

決者及び表決委任者の場合にあっては､その旨を付記す

ること｡)

(4) 審議事項及び議決事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言要旨

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には､議長のほか､当該会議に出席構成員の うちか

ら､当該会議において選出された議事録署名人 2人以上が署

#三令の記戟事項を列蕃することも可

9



寮生葦 役員

(役員の違畳)

第 22条 センターに次の役員を置くO

(1) 理 事 10名以上 20名以内

(2) 監 事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長､1孝.を副理事長､ 1名を常務理

事 (事務局長)とする｡

3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団･財団法人法

(役員の選任)

第 23条 役員は､総会の決議によって選任する｡

2 理事長及び副理事長､常務理事 (事務局長)は､理事会の

決議によって理事の中から選任する｡

名押印しなければならないO

第 3章 役員及び職員

(役員の種別及び選任)

第 11条 センターに次の役員を置く｡

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 常務理事

(4) .理事 (理事長､副理事長､

(5) 監事

(新設)(新設)

1名1名

2孝.

常務理事を含む｡)

16名以 ヒ20名以内

2名

2理事及び監事は､総会において選任するっ

3 理事長､副理事長及び常務理事は､理事の互選により定め

る.フ

4 理事及び監事は､相7封こ兼ねることができない｡

い丁

10

･現在 18名多すぎるので変更

鼎円会員数52名に l理事

会員数 225現在 231名

代表理事か欠けることを避けるTJめ 2名 として

いる G

･認定申請時には､役員が欠格事項に該当しない

ことについて確認 蕗を認定機 関に1畏出する必

要がある｡

･3項 と同 じ意味とおもわれるので削除



塁室の職務及び権限)

24条 理事は､理事会を構成 し､法令及びこの定款で定め

るところにより､センターの業務の執行の決定に参画する｡

理事長は､センタ一一を代表し､皇聖業務を塾圧するD

副理事長は､理事長を補佐 し､センターの業務を執行するD

また､理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは､

その職務を代行する｡

常務理事 (事務局長)は､センターの業務を分担執行する｡

亘理事長､副 理事長及び常務理事 (事務局長)は､毎事
業年度 に 4ケ月 を超 える間隔で 2回以上､ 自己の職務

の執行の状況を理事会に報告しなければならない｡

(監事の職務及び権限)

第 25条 監事は､理事の職務の執行を監査 し､法令で定める

ところにより､監査報告を作成するO

いつでも､理事及び使用人に対 して事業の報告を

求め､センターの業務及び財産の状況の調査をすることがで

きる｡

前 2項に定めるもののほか､監事に関する事項は､一般祉

団 B財団法人法で定めるところによるD

5 理事は､理事会を構成 し､定款及び総会の議決に基づき､

センターの業務を執行する｡

第 12条 理事長は､センターを代表し､その業務を統括する｡

2 副理事長は､理事長を補佐 し､理事長に事故があるとき又

は理事長が欠けたときは､その職務を代行する｡

3 常務理事は､理事会の議決に基づき､センターの常務を分

担処理する｡

4 常務理事は､事務局長を兼ねることができる｡

5 理事は､理事会を構成 し､定款及び総会の議決に基づき､

センターの業務を執行する｡

(新設 bl壬意)

(監事の職務及び権限)

6監事は､民法 (明治 29年法律第 89号)第 59条の職務を行

う｡

ll

24粂第 1項-

･監事の職務等を列挙する場合は､以下の例にす

る｡

第 25粂 監事は､次に掲げる職務を行 うC

(1)理事の職務執行を監査し､法令で定めると

ころにより､監査報告を作成すること｡

(2)センターの業務及び財産の状況を調査する

こと､並びに各草葉年度に係る計算書類及び

草葉報告等を監査することC

(3)総会及び理事会に出席し､必要があると懲

めるときは意見を述べることD



(任期)

第墜_条 理事の任期は､選任後 2年以内に終了する事業年度

のうち､最終のものに関する定時総会の終結の時までとし､
再任を妨げない(,

(任期)

第 13条 役員の任期は2年とする｡ただし､補欠役員又は増

員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任

期間とする｡

12

(4)現車が不正の行為をし､若 しくはその行為

をするおそれがあると認めるとき､又は法令

若 しくは定款に連反する事実若 しくは著し

く不当な事実があると認めるときは､これを

総会及び理事会に報告することD

(5)fJ]T,L皆の報告をするため必要があるときは､

理番長に理事会の招集を精米すること.ただ

し､その請求があった日から5日以内に､そ

の緒求があった日から 2週間以内のEjとす

る招集通知が発せ られない場合は､直接理事

会を招集すること｡

(6)理事が総会に綻EIJ,しようとする議案､書類

その他法令で定めるものを調査 し､括令若 し

くは定款に連反 し.又は著 しく不当な事項が

あると認めるときは､その珊査の結果を総会

に報告することQ

(7)理事がセンタ-の目的の範囲外の行為その

他法令若 しくは定款に遵反 する行為を し､j(

.riその行為をするおそれがある賜 今におい

て､その行為によってセンター一に著しい損賓

が生ずるおそれがあるときは､そU)埋草に対

し､その行為をやめることを請求すること｡

(8)その他監事に認められた法令上の権限を行

使することO



2 監事の任期は､選任後 2年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時総会の終結の時までとし､再任を妨

げない｡

補欠により選任された役員の任期は ､ 前任者の残任期間と

十 ～工

役員は､第 22条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合に
においても､新たに選任された者が

就任するまでは､なお役員としての権利義務を有する｡

(盤珪)

第 27条 役員は､総会の決議によって､解任することができ

.･i ･i三上⊥_監事を解任.する札 )は､正妻冒杜-(_q紺 ]会仁も二三
総数の半数以上であって､正会員及び特別会員の総数の議決

権の 3分の 2以上の議決に基づいて行なわなければならな

(報酬等及び費用)

第 28条 役員は無報酬とするoただし､常勤の役員には報酬

を支給することができる｡

2 役員には､その職務を行 うために要する費用の支払をする

ことができる

前2項に関し必要な事項は､総会の決議により別に定める

役員は再任されることができるO

(新設)

3 役員は､辞任 した場合又は任期が満了した場合において

も､後任者が就任するまでは､その職務を行わなければなら

ない〔)

(役員の解任)

第 14条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は､総会

において出席会員 (正会員及び特別会員をいう｡以下同じ｡)

の 3分の2以上の議決に基づいて､解任することができる｡

この場合は､その役員に対し､議決する前に弁明の機会を与

えなければならない｡

(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認めら

れるとき｡

(2) 職条の義務違反その他役員としてふさわしくない行為

があると認められるときo

(報馴等)

第 15条 役員は無給とする｡ただし､常勤の役員は有給とす

ることができる｡

2 役員には､費用を弁償することができる｡

3 前 2項に関し必要な事項は､総会の決議を経て理事長が別

13



役員の報酬等及び費用に関する規程による｡

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は､その
取引について重要な事実を開示し､理事会の承認を得なけれ

ばならない｡

自己又は第三者のためにするセンターの事業の部類
に属する取引

自己又は第三者のためにするセンターとの取引
(3)センターがその理事の債務を保証することその他理

事以外の者との間におけるセンターとその理事との利

益が相反する取引

前項の取引をした理事は､その取引の鬼重な事実を遅滞な

く､理事会に報告しなければならないC

第呈9g条 センターは､役員の--･般社団℡財団法人法第

第1項の賠償責任について､法令に定める要件に該当する場

合には､総会において､正会員及び特別会貝の総数の半数以

に定める｡

(取引の制限)

(新設)

14



すべての理事をもって構成する｡

64

庸紺:il

第 32条 理事会は､この定款に別に定めるもののほか､盗聖

職務を行 うO

(1)総会の[川寺及び場所並びに目的である事項の決定

(2)規程の制定､変更及び廃止

(3)前各 引こ定めるもののほかセンターの業務執行の決定

上盤 理事の職務の執行の監督

(5)理事長及び副理事長､常務理事 (事務局長)の選任及び帖臓
曲目甘1

2 通常理事会は､毎事業年度に3回以上開催する｡

3臨時理事会は､次の各号の一に該､l'I+る場合に開催する｡
(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 理事長以外の理事から会議の酎Il(Jである事項を記載 し

た書面をもって理事長に招集の請求があったとき

(3) 前FElj-の請求があった日から 5日以内に､その請求があ

った 日から 2週間以内の日を理事会のHとする理事会

の招集の通知が発せられない場合に､その請求をした:哩

事が招集 したとき

(4) 一般社団 ｡財団法人法の定めるところにより､監事か

ら理事長に招集の請求があったとき ､又は監事が招集 したとき

(会議の権能)

第 20条 2 理事会は､この定款に別に定めるもののほか､次

の事項を議決するO

(1)総会の議決した事項の執行に関する重要な事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(会議の開催)

第 21条 3 理事会は､次に掲げる場合に開催する｡

(1) 理事長が必要と認め たとき-､

(2) 理事現 在数の 3分の 1以上から会議の目的を示 して開

催の請求 があったとき O

第22 条2 理 事長は､前条 第2噴第 2号の場合には請求のあ

っ た 日から30日以内に臨 時総会を､同条第 3項第 2号の場

合 に は請求 の 日から 10日以内に理事会を相集 しなければな

ら な い｡

(新 設 )

15

･第 25条 で監事の棉務を列挙したJud一合

(4)第25第 5壬三一に､い〕､監事から穫市長に招集 謂

東がa･)つ たと き､又は監事が⇒'Ti鼓したときっ



第

2
E

3
血

34条 理事会は､理事長が相集する

前項の規定にかかわらず ､前条第3号による場合は､理事
が ､前条第4号後段による場合は､監事が理事会を招集する｡

豊曇塾 星｣避退避退豊茎追敷ま旦垂段に該当する場合は､

その請求があった日から5日以内に､その請求があった日か

ら2週間以内の目を理事会の日とする理事会の招集の通知

を発しなければならないO

理事会を招集するときは､会議の目時 ､場所､目的である

事項を記載した書面をもって､開催 日の7目前までに､各理

事及び各監事に対して通知を発 しなければならない｡

5 前項の規定にかかわらず､理事及び監事の全員の同意があ

るときは､招集の手続を経ることなく理事会を開催すること

ができる｡

6鋼 (重量)

第 量と条 理事会の議長は､理事良がこれに当たる｡

(定足数)

第 36粂 理事会は､理事の過半数の出席がなければ会議を開

くことができない｡

第 22条 3 会議を招集する場合には､会議の酎拘たる事項､

内容､日時及び場所を示した書面により､少なくとも開催の

7日前までに会議の構成員に通知しなければならないO

(会議の議長)

第 23条 2 理事会の議長は､理事長がこれに当たる｡

(会議の定足数) 再載

第 24条 会議は､構成員現在数の 2分 1以上の出席がなけれ

ば開催することができない｡

(塗壷) (会議

第 37条 理事会の決議は､決議について特別の利害関係を有 第 25男に出とき長は(軍

する理事を除く理事の過半数が出席 し､その過半数をもって

の議決) 再戟

会議の議決は､この定款に定めるもののほか､会議

席 した構成員の過半数の同意をもって決 し､可否同数の

は､議長の決するところによる｡この場令において､議

構成員として議決に加わる権利を有 しない｡

面表決) 削除

16

･<例 1:1週間前 例2･5口前>

削除 (代理人による;慈決権の行使､香南による

議決権の行使は課められていない｡



(会議の議事録) 再掲

第 27条 会議の議事録については､次の事項を掲載 した議事

録 を作成 しなければな らない｡

(1) 会議の 目時及び場所

(2) 構成員の現在数

(3) 総会にあってはその総会に出席 した正会員及び特別会

員の数､理事会にあってはその理事会に出席 した理事 (哩

事長､副理事長及び常務理事を含む｡)の氏名 (書面表

決者及び表決委任者の場合にあっては､その旨を付記す

ること｡)

(4) 審議事項及び議決 事項

(5) 議事の経過の概要及びその結果並びに発言要旨

(6) 議事録著名人の選任 に関す る事項

2 議事録には､議長のほか､当該会議に出席構成員の うちか

ら､当該会議において選出された議事録署名人 2人以 Lが署

名押印 しなければならない｡

第 5牽 財産及び会計

(財産の構成)

第 28条 センターの財産は､
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ものをもって構成す

･法令の記敵事項を列挙することも可

･基本財産及び公益日的事業に不可欠な特定財産

を保有していない場合を想定し削除｡

･固定資産は､基本財産､特定資産とその他同定

賛麿に分けられる.

･基本財産L寄付行為又は'定款において基本財産

と定めた財産

･特定財産:特定の目的のために預金有価冨正券を



る｡

(1) 会費

(2) 補助金

(3) 寄附金

(4) 財産から生じる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他の収入

(資産の管理)

第 姓 条 センターの量産は､理事長が管理 し､その方法は､

理事会の決議により､別に定めるO

(豊墓年度)

第 生⊥条 センターの重量年度は､毎年 4月 1日に始まり､翌

年 3月 31日に終わる｡

(事業計画及び墜宝予算)

第 生む条 センターの事業計画量及び収支予算書等 (収支予算

書､資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類)は､毎

事業年度 の開始の日の前日までに､理事長が作成 し､理事会

の決議を経て､総会に報告するものとする｡これを変更する

場合も､同様 とする｡

(財産の管理)

第 29条 センターの資産は､理事長が管理し､その方法は､

総会の決議を経て定めるO

(経費の支弁)

第 30条 センターの経費は､財産をもって支弁するo

(会計年度)

第 31条 センターの会計年度は､毎年 4月 1日に始まり､翌

年 3月 31日に終わる｡

(事業計画及び予算)

第 32条 センターの事業計画書及び予算書は､理事長が作成

し､簸会計年度開始前に総会において出席会員の3分の2以

上の議決を得なければならないCこれを変更する場合も､同

様とする0

2 前項の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が

成立しないときは､理事長は､理事会の議決を得て予算成立

18

有したもので､減価償却引当資産などの特定積

立預金などu

･その他の固定資産:土地､建物､喜柄運搬具､

什器備品等｡

･資蔑:法人や企業の財獲(簿記用語で資産)

･第 28条削除のため本条も削除

･事業計画及び予算は､法律上社員総会の耗決事

項外とされているが､機硯の音思決定が必要と

判断し､理事会の決諸事項としたD

･事凝計画及び収支予算は3g,事会の決議としたた

め削除

･事業計画及び収支予算は理事会の決議としたた

め削除



の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することがで

きる｡

3 前項の収入支出は､新たに成立した予算の収入支出とみな

す｡

2 前項の書類は､毎事業年度の開始の日の前日までに､行政

庁に提出しなければならない｡

第 1項の書類は､主たる事務所に､当該事業年度が終了す

るまでの間備え置き､一般の閲覧に供するものとする｡

(事業報告及び決算)

第 43条 センターの事業報告及び決算については､毎事業年

度終了後､理事長が次の書類を作成し､監事の監査を受けた

上で､理事会の承認を経て､定時総会に提出し､承認を受け
なければならない｡

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

ia 黛進数恩義
上生損益計算書 (正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減吉土選書)の

附属明細書

(6)財産目録

呈 前項の書類のほか､次の書類を主たる事務所に 5年間備え
置き､一帖の閲覧に供十るとともに､定款及び社E.--L31も沖を主

たる事務所に備え置き､一般の閲覧に供するものとする｡

(1)監査報告
iZlf/hlL員Lr雄 藩

した書類

(事業報告及び決算)

第 33条 センターの事業報告及び収支決算は毎会計年度終了

後､理事長が事業報告書､収支計算書､正味財産増減計算書､

貸借対照表及び財産目録等を作成し監事の監査を経て､その

会計年度終了2か月以内に総会において出席会員の 3分の2

以上の承認を得なければならない｡
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(3)役員の報酬等の支給の基準を記載 した書類

iA 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれ らに関

する数値のうち重要なものを記載 した書類

呈 前2項の書類は､毎事業年度の経過後 3ケ月以内に行政庁
に提出しなければならない｡

(長期借入金)

第姓 条 センターが資金の借入をしようとするときは､

その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除

き､総会において正会員及び特別会員の総数の半数以

上であって､正会員及び特別会員の総数の議決権の 3

分の2以上の議決を経なければならない｡

(公益 目的取得財産残敏の算定)

第 45条 理事長は､公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律施行規則第 48条の規定に基づき､毎事業年度､

当該事業年度の末 日における公益 目的取得財産残額を算定

し､第 43条第 2項第 4号の書類に記載するものとする｡

第 1章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
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特別会員の総数の議決権の3分の2以上の議決により変更す

ることができる｡

星公益認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変
更 (軽微なものを除く)をしようとするときは ､その事項の
変更につき､行政庁の認定を受けなければならない｡

呈 前項以外の変更を行った場合は､遅滞なく行政庁に届け出

なければならないO

(盤塾)

第豊と条 センターは､--･般社団 ･財団法人法第 148条第 1号

及び第2片並びに第47-rをから第7号までに規定する事由によ

るほか､総会において正会員及び特別会員の総数の半数以上
であって､正会員及び特別会員の総数の議決権の3分の2以

上の議決により解散することができる｡

(公益日的取得財産残額の贈与)

48条 センターが公益認定の取消しの処分を受けた場合､

れば変更することができない｡

(新設)

(新設)

(解散及び残余財産の処分)

第 36条 セ ンタ山は､民法第 68条第 1項第 2号か ら 4

号まで及び第 2項の規定により解散す る｡

2総会の議決に基づいて解散する場合は､正会員及び特

別会員の総数の 4分の 3以上の議決を経､広島県知事

の許可を得なければならない｡

又は合併により消滅する場合 (その権利義務を承継する法人 l (新設)

が公益法人であるときを除く｡)において 公益認定法第

30条第2項に規定する公益l]的取得財産残額があるときは､

これに相当する額の財産を 1ケ月以内に､総会の決議によ

り､センターと類似の事業を目的とする他の公益法人 ､国若

しくは地方公共団体又は公益認定法第 5条第 17号に掲げる

法人に贈与す るものとする｡
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節 49条 センタ山が解散等により清算するときに有する残余

財産は､総会の決議により､センターと類似の事業を目的と

する他の公益法人､国若 しくは地方公共団体又は公益認定法

第 5条第 17号に掲げる法人に贈-与す るものとするo

第8輩 評議員会

避登旦会し

50条 理事会の決議により センター一一に評議員会を置くこ

評議員会は､理事長から付議されたセンターの業務の運営

に関する事項を審議 し､及びこれらに関し必要と認められる

事項を理事長に建議する｡

呈評議員会は､必要に応 じ理事長が招集する｡

評議員会は､評議員 16名以内をもって構成する｡

5 評議員は､高齢者問題について学識経験のある者等のうち

から理事会の承認を得て理事長が委嘱する｡

6 評議委員会の運営細 目については､別に定める｡

第 9葦 事務局

(事務局)

第 童上条 センターの事務を処理するため､

を置く｡

2 事務局には､

センターに事務局
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4事務局の組織及び運営に関

により､別に定めるO

第 10章 公告の方法

(公舎の方法)

し必要な事項は､理事会の決議

52条 センターの公告は､主たる事務所の公衆の見やすい

場所に掲示する方法により行 う

第 ユ土牽 経則

(委任)
第 53条 この定款の施行について必要な事項は､理事会の速

読により､別に定めるo

附 則

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

生壁雌 豊後袋iLO旦重畳i蓮
に定める公益法人の設立の登記のHから施行する｡

2 センターの最初の代表理事は､風呂井侃､豊島喜登志とし､

3事務局長その他の職員は､理事長が任免する0

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は､理事会が総会

の議決を経て､別に定める｡

設新

(第 1項で電子公告とした場/育)

第 7牽 雑則

(委任)

第 37条 この定款の施行について必要な事項は､総会の議決

を経て､理事長が別に定める｡

附 則

1 この定款は､広島県知事の設 )Ll_許可を得た 日か ら施行す

る｡
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･例 1,官報に掲蔵する方法

･例 2こ広島県において発行すか い国新r掛こ掲救

うる方法

･例 3:電子公告

･例 4.主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲

示する方法



｢ 退 塾 建 豊 麗 議 ~三言す 云

3 一般社団法人及び･一般財団法人に関する法律及び公益社FFr

法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う

関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1項に定める特例
民法法人の解散の登記と､公益法人の設立の登記を行ったと

皇迭｣温まLjヱ旦立良 ､かわら--j､こ､解散し里主記の目の前H

を事業年度の末 日とし､設立の登記の目を事業年度の開始 日

2 センターの設立当初の役員は､第 11条第 2項から第 4項ま

での規定にかかわらず､別紙役員名簿のとおりとし､その任

期は､第 13条第 1項の規定にかかわらずセンターの設立後

5月の通常総会の開催の日までとする｡

3 センターの設立当初の会計年度は､第 29条の規定にかか

わらず設立許可のあった日から平成 5年 3月 31日までとす

る｡

4 センタ､I-の設立当初の会計年度の事業及び予算は､第 30条

第 1項の規定にかかわらず設立総会定めるところによるO

附 則

1 この改l日ま､広島県知事の許可を受けた日から施行する｡

(平成 5年 6月 23日認可)

附 則

1 この改正は､広島県知事の許可を受けた日から施行する｡

(平成 7年 8月 18日認可)

附 則

1 この改正は､広島県知事の許可を受けた目から施行する｡

(平成 10年 4月 15日認可)

附 則

1 この定款は､平成 12年 10月 1日から施行するO
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･氏名のみ記戟 しているが､住所と氏名を記敢す

ることも可能

･削除
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議案第 9号

(礼)江田島市シルバー-人材センターの正会員会費

規程の一部を改正する規程案について

(社)江田島市シルバー人材センター正会員会費規程改正について､当セン

ターの定款改正に伴い関係規程の一部を改正する必要があるので､定款第 20条

第 1項の規定に基づき､総会の議決を求める｡

平成 22年 5月 28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃
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社団法人江田島市シルバー人材センター正会員会費規程の

一部を改正する規程

(社団法人江田島市シルバー人材センター正会員会費規程の一部改正)

社団法人江田島市シルバー人材センター事務費規程の一部を次のように改正

する｡

題名中 ｢社団法人｣を ｢公益社団法人｣に改め､第 1条中 ｢社団法人｣を ｢公

益社団法人｣に改め､第 3条見出 し中 ｢期限｣を ｢期 日｣に改め､第 4条を第

5条とし､第4条をとして ｢(会費の使途)第4条 会費は､-事業年度にお

ける合計額の50%以上を当該年度の公益 目的事業に使用する｡｣を加える｡

附 則

1 この規程は､一般社団法人及び-一一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に

関する法律第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る｡

(経過措置)

2 この規程の施行 日の前 日までに､解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター事務費規程によりなされた手続きその他の行為は､この規程の相当

規程によりなされたものとみなす｡
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公益社団法人 江田島市シルバー人材センター正会員会費規程 (秦)

(目的)

第 1条 この規程は､公益社団法人江田島市シルバー人材センター定款第 7条

に定める会費に関し､必要な事項を定める｡

(会費の額)

第2条 正会員が､一事業年度に納入すべき会費の額は､次の各号に定める額

とする｡

(1) 会費は､年額2,000円とする｡

(2) 前号の会費については､病気等の理由により理事会で承認を得た場合に

は､免除することができる｡

(納入期 日)

第3条 会費は､毎年 且回 5月末日までに納入するものとする｡

2 ただし､新規入会申込者は､理事会において入会を承認された後､2ケ月

以内に納入するものとする｡

(会費の使途)

第4条 会費は､一事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益巨

的事業に使用する｡

(委任)

第 5条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項は､理事会で定め

る｡

附 則

且 この規程は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に

関する法律第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る｡

(経過措置)

2 この規程の施行 日の前日までに､解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター事務費規程によりなされた手続きその他の行為は､この規程の相当

規程によりなされたものとみなす｡

t1.,9号



参考資料

正会員会費規程改正案

改 正 案

全量社団法人 江 田島市シルバー人材センター

正会員会費規程

第1章 総則

(臼的)

第 1条 この規程は､公 益社団法人江 田島市シ ル バ ー人材 セン

タ-定款第 7条に定める会費に閑し､必要な事項を定める(,

(会費の額)

第 2粂 会員が､一事業年度に納入すべき会費の額は､次の各

号に定める額 とするo

(i) 正会員 年額 2,000fJJ

(2) 前号の会費については､病気等の理由により理事会で

承認を得た場合には､免除することができる｡

(納入丑且)

3条 会費は､毎年 1回5月未までに納入するものとする()

ただし､新規入会申込者は､理事会において入会を承認 さ

た後､2ケ月以内に納入するものとする｡

会費の使途)

4条 会費は､-事業年度における合計額の 50%以上を当

社団法人 江田島市シルバ

正会員会費規程

行 備 考

第 1章 総則

(臼的)

第 1条 この規程は､社団法人江田島市シルバー人材センター

定款第 7条に定める会費に関 し､必要な事項を定めるo

(会費の額)

第 2条 正会員が､一般会計年度に納入すべき会費の額は､次

の各号に定める額とする｡

(1) 会費は､牢額 2,000円とする｡

(2) 前号の会費については､病気等の理由により理事会で

承認を得た場合には､免除することができる｡

(納入期限)

第 3条 会費は､毎年 1回 5月末までに納入するものとする｡

2 ただし､新規入会申込者は､理事会において入会を承認さ

れた後､2か月以内に納入するものとする｡



該年度の公益目的事業に使用する｡

7

:I

(委任)

第 と条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項

は､理事会で定める｡⊃

附 則

1 第 1条の公益社団法人江田島市シルバ-人材センターの名

称は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益

社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律第 106条第 1項に定める公

益法人の設､:f_の登記の日から施行する｡

(経過措置)

2 この規程の施行 日の前日までに､解散前の社団法人江田島

rrlAシルバー-人材センター正会員会費規程によりなされた手続

きその他の行為は､この規程の相 当規程によりなされたものと

みなす｡)

(委任)

第 4条 この規程に定めるもののほか会費に関し必要な事項

は､理事会で定めるO

附則

この規程は､社団法人fr日壬J島市シルバー-一人材センタ一一設立許

可のあった日から施行する｡〕

附則

この規程は､平成 17年 4月 1日から施行するO

附則

(施行日)

この規程は､平成 18年 4月 1日から施行するG
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議案第 10号

(社)江田島市シルバー人材センターの事務費規程の

一部を改正する規程案について

(社)江田島市シルバー人材センター事務費規程について､当センターの定

款改正に伴い関係規程の一部を改正する必要があるので､定款第 20条第 1項の

規定に基づき､総会の議決を求めるO

平成 22年 5月 28巨∃提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃

さご



社団法人江田島市シルバー人材センター事務費規程の一部を

改正する規程

(社団法人江田島市シルバー人材センター事務費規程の一部改正)

社団法人江田島市シルバー人材センター事務費規程の一部を次のように改正

する｡

題名中 ｢社団法人｣を ｢公益社団法人｣に改め､第 且条中 ｢社団法人｣を ｢公

益社団法人｣に改め､第 3条第 1項を第2項とし､同条第 1項として ｢事務費

は､シルバ-人材センター事業の実施に要する適正な費用を補 う額及び法人運

営に要する適正な費用を償 う額を超えない額とする｡｣を加え､同条第2項中

｢事務費｣を ｢前項の｣に改める｡

附 則

且 この規程は､一一般社団法人及び-一一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に

関する法律第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の 日から施行す

る｡

(経過措置)

2 この規程の施行 日の前 日までに､解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター事務費規程によりなされた手続きその他の行為は､この規程の相当

規程によりなされたものとみなす｡

ミニ



公益社団法人 江田島市シルバー人材センタ-事務費規程 (莱)

(目的)

第 1条 この規程は､公益社団法人江田島市シルバー人材センター (以下 ｢セ

ンター｣ という｡)が､仕事の発注者より徴収する事務費に関し､必要な事

項を定める｡

(事務費の徴収)

第 2条 事務費は､センターが取 り扱 う仕事の引受けと､それを実際に行 う会

員への仕事の提供に要する諸経費等として仕事の見積総額に含めるものとし､

仕事が完了した都度センターが徴収する｡

(事務費の額)

第 3条 事務費は､センター事業の実施に要する適正な費用を償 う額及び法人

運営に要する適正な費用を償 う額を超えない額とする｡

2 前項の額は､受注額 (配分金に相当する見積額)のおおむね 5%から10%

とし､理事会において定める｡

(事務費の使途)

第4条 事務費は､センター事業及び法人運営を遂行するための経費に充てる｡

(委任)

第 5条 この規程に関して必要な事項は､理事会で定める｡

附 則

1 この規程は､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に

関する法律第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る｡

(経過措置)

2 この規程の施行 日の前 日までに､解散前の社団法人江田島市シルバー人材

センター事務費規程によりなされた手続きその他の行為は､この規程の相当

規程によりなされたものとみなす｡
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参考資料

(社)江田島市シルバ-人材センタ-事務費規程魔

改 正 案

全量社団法人 江田島市シルバー人材セン針一

事務費規程

第1章 総則

(目的)

第 1条 この規程は､生益社団法人江田島市シルバー-人

材センター (以下 ｢センター｣とい う｡)が､仕事の

発注者より徴収する事務費に関し､必要な事項を定め

るO

(事務費の徴収)

第 2条 事務費は､センタ-が取 り扱 う仕事の引受けと､

それを実際に行 う会員-の仕事の提供に要する諸経費

等 として仕事の見積総額に含めるものとし､仕事が完

了 した都度センターが徴収するO

(事務費の額)

第 3条 事務費は､センター事業の実施に要する適正な

費用を償 う額及び法人運営に要する適正な費用を償 う

額を超えない街 とする｡

2 前項の額は受注額 (配分金に相当する見積額)のお

おむね5%から10%とし､理事会において定める｡

行

社団法人 江田島市シルバー人材センター

事務費規程

第 1章 総則

(目的)

第 1条 この規程は､社団法人江田島市シルバー人材セ

ンターー(以T ｢センターJLという｡)が､仕事の発注

者より徴収する事務費に関し､ 必要な事項を定める｡

(事務費の徴収)

第 2条 事務費は､センターが取 り扱 う仕事の引受けと､

それを実際に行 う会員-の仕事の提供に要する諸経費

等として仕事の見積総額に含めるものとし､仕事が完

了した都度センタ-が徴収する｡

(事務費の額)

第 3条 事務費の額は､受注額 (配分金に相当する見積

額)のおおむね 5%から10%とし､理事会において定



(事務費の使途)

第4条 事務費 は､センター事業及び法人運 営を遂行す

るための経費 に充てる ｡

(委任)

第 5条 この規程に関して必要な事 項 は ､理事会で定め

る｡

附 則

1 この規程は､一般社団法人及び一般期間法人に関す

る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関

する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律

第 106条第 1項に定める公益法人の設立の登記の目か

ら施行する｡

(経過措置)

2 この規程の施行 日の前日までに､解散前の社団法人江

田島市シルバー人材センター事務費規程によりなされ

た手続きその他の行為は､この規程の相当規程により

なされたものとみなすO

(事務費の使途)

第4条 事務費 は ､センタ一一の事業を遂 行 するための経

費に充てる｡

(委任)

第 5条 この規程 に 関 して必要な事項は､理事会 が別 に

定め る ｡

附則

この規程は､平成 4年 10月 20日から施行する｡

附則

この規程は､平成 17年 4月 1日から施行する｡
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議案第 且且号

(社)江田島市シルバー人材センター役員等費周弁償に関する

規程及び (社)江田島市シルバー人材センター理事長及び副

理事長の報奨金に関する規程の改正案について

(社)江田島市シルバー人材センター役員等費周弁償に関する規程及び (杜)

江 田島市シルバ-人材センター理事長及び副理事長の報奨金に関する規程につ

いて､当センターが公益法人に移行するため (社)江田島市シルバー人材セン

ター役員等費周弁償に関する規程及び (社)江田島市シルバー人材センター理

事長及び副理事長の報奨金に開する規程を改正する必要があるので､定款第 20

条の規定に基づき､総会の議決を求める｡

平成 22年5月28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理事長 風呂井 侃
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公益社団法人 江 田島市シルバー人材センター

役員の報酬等及び費用弁償 に関す る規程 (莱)

(目的及び意義)

第 1条 この規程は､公益社団法人江E田島市シルバー人材センター (以下 ｢センター｣

という｡)の定款第38条第3項の規定に基づき､役員の報酬等及び費用弁償に関し

必要な事項を定めることを目的とし､一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(以下 ｢｢一般社団 ｡財団法人法｣という｡｣の規程に照らし､妥当性と透明性の確

保を図るものとするo

(定義等)

第 2条 この規程において､次の各号に掲げる用語の意義は､当該各号に定めるところ

による｡

(1) 役員 とは､理事及び監事をい う ｡

(2) 常勤役員とは､総会で選任された理事のうち､センターを主たる勤務場所とし､

週 3日以上センターの業務に従事する者をいう｡

(3) 非常勤役員とは､常勤役員以外の者をいう｡

(4) 報酬等とは､公益認定法第 5条第 13号で定める報酬､賞与その他の職務遂行

の対価 として受ける財産上の利益及び退職手当であって､その名称のいかんを問

わないO費用とは明確に区分されるものとする｡

(5) 費用とは､職務の遂行に伴い発生する交通費､旅費及び手数料等の経費をい う ｡

報酬等とは明確に区分されるものとする｡

(報酬等の支給)

第3条 センターは､常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる｡

2 非常勤役員の報酬は無報酬とする0

3 常勤役員の報酬は月額とする｡

4 役員には役員賞与及び退職手当は支給 しないO

(報酬等の額の決定)

第4条 常勤役員の報酬月額は､別表 1 ｢常勤役員の報酬月額｣定める金額の範囲内と

して､理事会の承認を得て､決定するものとする｡

(報酬等の支給 日)

第 5条 常勤役員の報酬は年間報酬額を定める場合を含め､月額をもって支給するもの

とし､支給 日は職員給与規程第4条を準用するものとする｡

(報酬等の支給方法)

第6条 報酬等は本人の指定する本人名義の金融機関口座に振 り込むものとする｡

2 報酬等は､法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった積

立金等を控除して支給する｡

三三



(費用)

第 7条 センターの役員が職務の遂行にあたって負担 した費用については､これの請求

のあった日から遅滞なく支払 うものとし､また前払いを要するものについては前もっ

て支払 うものとする｡

2 費周の額は､別表 2により予算の範囲内において支給する｡

(公表)

第8条 センターは､この規程をもって､公益認定法第 20条第 1項に定める報酬等の

支給の基準 として公表するものとする｡

(改廃)

第9条 この規程の改廃は､総会の決議を経て行 う｡

(補足)

第 10条 この規程の実施に関し必要な事項は､理事会で定めるQ

附 則

この規程は､-一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律第 106

条第 1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する｡

別表 1 常勤役員の報酬月額

(1) 理事長 7万円までの範囲内

(2) 副理事長 7万円までの範囲内

別表 2 費用の額

(1) 非常勤役員の管内職務に係る費用

中央地区 1,700円 切串地区 2,060円

鷲部地区 1,700円 大須 ○幸の浦地区 2,060円

江南地区 t 1,920円 津久茂地区 1,880円

小用地区 1,700円 大柿地区 2,060円

能美地区 2,060円 沖美地区 2,060円

(2) 役員の管外職務に係る費用 江田島市旅費条例に よる｡

(3) その他 実費
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参考資料

役員の報酬等及び費用に関する規程案

現

公益社Efl法人 江田島市シルバー

役員の報酬等及び費用に関する規

(目的及び意義)

第 1条 この規程は､公益社団法人江田良市シルバー人材セン

ター (以 下 ｢センター｣という｡)の定款第 28条第 3項の

規定に基づき､役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定

めることを目的とし､--一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律 (以下 トー般社団 ｡財閥法人法｣という｡)並びに公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下

｢公益認定法｣という｡)の規程に照らし､妥当性と透明性

の確保を図るものとする｡

(定義等)

第 2条 この規程において､次の各号に掲げる用語の意義は､

当該各号に定めるところによるQ

(1) 役員とは､理事及び監事をい う ｡

(2) 常勤役員とは､総会で選任された理事のうち､センタ

ーを主たる勤務場所とし､週 3日以上センターの業務に

従事する者をいう｡

｡常勤役員とは､｢総会で選任された

理事｣と規定したOこの理由は ｢総

会で選任された役員｣とすると大半

のセンターで存在しない常勤監事

の報酬等を規程することとなって

しまうから｡

B移行認定申請において､最低でも週

3日以上出勤する者は ｢常勤｣とさ



(3) 非常勤役員とは､常勤役員以外の者をいうD

(4) 報酬等とは､公益認定法第 5条第 13号で定める報酬､

賞与その他の職務遂行の対価 として受ける財産上の利益

及び退職手当であって､その名称のいかんを問わない｡

費用とは明確に区分されるものとする｡

(5) 費用とは､職務の遂行に伴い発生する交通費､旅費及

び手数料等の経費をいう｡報酬等とは明確に区分される

ものとする｡

(報酬等の支給)

第 3条 センターは､常勤役員の職務執行の対価 として撞酬を

支給することができる｡

2 非常勤役員の報酬は無報酬とする｡

3 常勤役員の報酬は月額とする｡

4役員には役員賞与及び退職手当は支給 しない｡

(報酬等の額の決定)

第 4条 常勤役員の報酬月額は､別表 1｢常勤役員の報酬月額｣

に定める金額の範囲内として､理事会の承認を得て､決定す

るものとする｡

(報酬等の支給日)

第 5条 常勤役員の報酬は年間報酬額を定める場合を含め､月

額をもって支給するものとし､支給日は職員給与規程第 4条

を準用する〉ものとするo

(報酬等の支給方法)

第 6条 報酬等は､本人の指定する本人名義の金融機関口座に



振 り込むものとする0

2 報酬等は､法令の定めるところにより控除すべき金額及び

本人から申出のあった立替金､積立金等を控除 して支給す

る｡

(費用)

第 7条 センターは､役員が職務の遂行に当たって負担した費

用については､これの請求のあった日から遅滞なく支払うも

のとし､また前払いを要するものについては前もって支払う

ものとする｡

2 費用の額は､別表 2費用の額により予算の範閣内において

支給するO

(公表)

第 8条 センターは､この規程をもって､公益認定法第 20条

第 1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものと

する｡

(改廃)

第 9条 この規程の改廃は､総会の議決を経て行 う｡

(補足)

第 ]o条 この規程の実施に関し必要な事項は､理事会で定め

る｡

社団故人 江田島市シルバー人材センター

役員等費用弁償に関する規程

‖吊t_】l

第 1条 この規程は､社団法人江田島市シルバー人材センター

(以下 ｢センター｣というO)の役員等 (定款第 11条第 1

項に定める役員並びに専門委員会委員､地域班及び職群班の

班長とするO)の費用弁償の額及びその支給方法に関し必要

な事項を定めるものとする｡

(支給)

第 2条 役員等が職務のため出張したときは､社団法人江田島

市シルバー人材センター旅費規程(平成 4年 10月 20日施行)

に基づき算定した交通費に､日当等を加えた額を支給するO

ただし､市内において招集される理事会､委員会及び班長会

誌に出席 した役員等の費用弁償は別表に定める額を予算の

範囲内において支給するr,

(費用弁償の支給の方法)

第 3条 費用弁償の支給の方法は､市旅費条例の例によるくt,



｢
附 則

この規程は､一般社団法人及び-一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴 う関係法律の整備等に関する法律第 106粂第 1項に定

める公益法人の設立の登記の日から施行する｡

別表 1

(1) 理事長 7万円までの範囲内

(2) 副理事長

別表 2 費用の額

7万円までの範囲内

(1)非常勤役員管内職務に係る経費

｢央地区 1,700円 切串地区 2,06OFl:]

幸治r;地区 【 1,700円 大寒t.幸の浦地区 2,060円

L南地区 1,920FlJ 津久茂地区 1,880円

七月地区 1,880円 宮の原地区 1,700円

(2)役員の管外職務に係る経費 江田島市旅費条例の例による｡

(3)その他 実費

｣

(委任)

第 3条 この規程に定めるもののほか､必要な事項は理事長が

別に定める｡

附 則

1 この規程は､平成 7年 5月 17日から施行する｡

2 社団法人江田島市シルバーーリ＼材センター役員等費用弁償規

程 (平成 6年 4月 l日施行)は廃止する､,

附 則

この規程は､平成 ]2年 2月 23口から施行する｡

附 則

この規程は､平成 17年 4月 1日から施行する｡

附 則

この規程は､平成 20年 4月 IFlから施行するO
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地区名 費用弁償 地区名 費用弁償

中央地区 1,700円 切串地区 2,060円

鷲部地区 1,700円 大須 .幸の浦地区 2,060円

江南地区 1,920円 津久茂地区 1,880円

秋月地区 1,880円 宮の原地区 ■ 1,700円

小用地区 1,700円 大柿地区 2,060円

能美地区 2,060円 沖美地区 2,060円

社団法人 江田島市ンルバー人材センタ-

理事長及び副理事長の報奨金に関する規程

(目的)

第 1条 この規程は､社団法人江田島市シルバー人材センター

(以下｢センター｣とい うo)理事長及び副理事長 (以下 ｢理

事長等｣という｡)の報奨金に関して､必要な事項を定める

ことを目的とする｡

(報奨金)

第 2条 理事長等がセンター運営の遂行､決算に関する公務等

によって出勤して業務を行 うものに対して､費用弁償として

月額報奨金を支給するQただ し､あらかじめ定められた日数

に満たない場合は[欄Jとし､出勤のない場合については支給

しないものとする｡

2 前項の報奨金の うち､月の中途にに就任 し､若 しくは退任
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した場合 (死亡により過任した場合を除く｡)においては､

日割 り計算により支給するO

l

拝 貢等;諾 志;bnaq.Ji;:_nip,Dt芋か､報奨金の支給方法に

附 則

この規程は､平成 17年 4月 1口から施行する｡

附 則

この規程は､平成 20年 4月 1日から施行するU

附 則

この規程は､平成 21年 4月 1口から施行する｡

附 則

この規程は､平成 23年 3月 31日廃止するo

別表



議案第 且2号

事務手続き等に係る付帯決議について

本 日の議決事項について､会員の権利及び義務に影響を与えない範囲で､字

句等の修正を行 う必要が事務手続きの過程で生 じた場合には､その修正につい

ては理事長に一任することについて､定款第 20条第 且項の規定に基づき､総

会の議決を求める｡

平成 22年5月28日提出

社団法人 江田島市シルバー人材センター

理 事 長 風 呂 井 侃
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